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式辞・祝辞

　昭和54年に本協会が設立されてから40年が経ちました。これもひとえに、皆さま方の

これまでのご理解とご協力があってこその賜物です。この場を借りて厚く御礼を申し上

げます。また、この栄えある節目の時を記念して、この40年間の来し方を振り返ると同

時に、今後の進むべき方向を考えていただく契機とするために、本記念誌の刊行に至り

ましたことを申し添えさせていただきます。

　さて、本協会の基幹事業である「愛玩動物飼養管理士養成制度」は、時代の変遷とと

もにその性格を変えてきました。動物愛護と適正飼養に関する知識の普及啓発を行うた

めに創設された事業ですが、普及啓発のためのボランティア活動に貢献できる人材の育

成やペット産業従事者の資質の向上を目指すなどといった当初からの役割に加えて、動

物専門学校や動物専門学校で学ぶ学生数の増加に伴う学校教育教材としての活用や、ペ

ットが家族同然の存在に変質するなかで自分自身のペットを適切に飼養管理するための

学習教材としての活用のウェイトが大きくなってきました。

　時代は予想外の変化をしてきたわけですが、おそらく今後も変化をし続けることでし

ょう。特にこれからは、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会である

「Society 5.0」の実現が主唱されているように、その変化がさらに目まぐるしいものに

なるといわれています。近年、本協会の教育や普及啓発事業は大幅な広がりを見せ、総

合的かつ体系的なものに拡充いたしました。愛玩動物飼養管理士養成制度も環境教育促

進法の人材認定等事業に登録されています。また、経常収支や正味財産、特に自由資金

の改善も図られました。

　このような状況にあって、「人と動物の共生する社会の実現」に本協会が貢献できる

存在であり続けるためには、人々の意識や時代の流れを読みながら、既成概念にとらわ

れない先見性をもって変化の方向をいち早くつかみ取り、さまざまな事態に適切に対応

できるようにしていかなければなりません。今後とも、皆さま方のご理解とご協力をい

ただけますようよろしくお願いいたします。

公益社団法人日本愛玩動物協会
会長 

東海林 克彦

会長式辞

協会設立40周年に
あたって
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　公益社団法人日本愛玩動物協会が、設立40周年となる記念すべき日を迎えられましたことを、心からお慶び申し

上げます。貴協会が、昭和54年に設立されて以来40年にわたり、動物の愛護及び適正な飼養管理、福祉の増進と

いった分野で、積極的な活動を展開してこられたことに対しまして、敬意と感謝の意を表する次第です。

　さて、環境行政に話を転じますと、近年、環境問題の性質は大きく変容し、気候変動や生物多様性の減少など、

地球規模の危機であると同時に地域課題とも密接に関わる問題が生じています。そして、自然災害の多発、少子高

齢化やライフスタイルの変化などを背景に、ペットを含む身近な動物との共生が重要な課題として注目されております。

　環境省では、動物愛護管理の分野において、「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的である「人と動物の共生する

社会の実現」を図るため、各種施策を推進してまいりました。犬猫の殺処分数は10年前の７分の１に減少し、ペットとの同

行避難の考え方がある程度普及してきた等、着実な成果が見られています。これには、所有者の適正飼養に対する意識の

向上に加え、地方公共団体や関係団体による普及啓発や譲渡の推進等、多様な取り組みによる効果が大きいと考えられます。

　貴協会におかれては、発足当初から、昨年70周年を迎えた「動物愛護週間」の中央行事実行委員会の中心的機

関として、動物愛護管理法の理念に基づき、動物の適正な飼養管理に関する知識と愛護精神の普及のため、さまざ

まな事業を意欲的に推進されており、深く敬意を表します。その一つ、「愛玩動物飼養管理士」の養成・認定にお

いては、認定数は全国で約18万人を数え、都道府県等の動物愛護推進員をはじめ、動物に関わるさまざまな分野で

活動されていると伺っています。このような動物愛護管理に関わる体系的な知識と技能を習得された方々が、有能な

人材として各地で活躍する場が広がっていくことに、環境省としても、大きな期待を寄せています。

　こうしたなか、動物愛護管理のいっそうの推進を図るため、「動物取扱業に係る規制強化」「販売される犬猫への

マイクロチップ装着の義務化」「動物の虐待・遺棄に対する罰則強化」等が盛り込まれた改正動物愛護管理法が昨

年6月に公布され、マイクロチップの装着など一部の規定を除き、本年6月1日から施行されます。

　また、同じ昨年６月に新法として「愛玩動物看護師法」が成立し公布されました。本法律は、飼い主が求める獣

医療の内容の高度化・多様化、飼い主による健康管理やしつけの重要性などを背景に、愛玩動物の診療における

体制整備や動物看護師によるしつけ等の活動の充実に向け、愛玩動物看護師の国家資格を定めるもので（農林水

産省と環境省の共管）、公布から３年以内に施行されます。

　環境省といたしましては、最近の新型コロナウイルスなど「人と動物の共通感染症」の問題も含めて、動物の適正

な飼養管理が益々重要になると認識しております。今後とも、国民からの高い関心を背景に、貴協会をはじめ動物

愛護管理に係わる皆さまとの連携を密にし、両法の円滑な運用等を通じて、人と動物との共生に向けた各種施策を

推進してまいりたいと考えておりますので、貴協会及び会員の皆さまのいっそうのご協力をお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人日本愛玩動物協会の益々のご発展と会員の皆さまのご健勝を祈念いたしまして、40周年の

お祝いのご挨拶とさせていただきます。

環境省
自然環境局長

鳥居 敏男

ご祝辞

日本愛玩動物協会
設立40周年を祝して
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　この度、「公益社団法人日本愛玩動物協会」が設立40周年を迎えられたことに対し、日本獣医師会を代表し

て心からお祝い申し上げます。

　貴会は、昭和54年に「社団法人日本愛玩動物協会」として設立され、爾来、動物愛護中央団体として、家庭

動物の適正飼養に関するさまざまな普及啓発活動を実施してこられました。

　貴会設立の時期は、わが国が高度経済成長を遂げ、衣食住などの生活基盤において量的な充足が得られた国

民が、質的な満足をも求めるようになった時代でした。また、当時はいわゆる「核家族化」が進み、わが国の

伝統的な生活形態が変容するなかで、国民生活における精神的な安定や充実の重要性が指摘され始めたころで

もありました。

　このようななかで、家庭で飼育する犬や猫等の動物たちが、より身近な存在となり、「家族の一員」として

注目され始めたころに設立された貴会は、社会が求める家庭動物の適正飼養の要点を飼育者に普及する活動を

開始しました。また、そのような普及活動の指導者を育成すべく、「愛玩動物飼養管理士」の養成を行うとと

もに、近年は集合住宅においても安心して動物の飼育ができる体制作りにも尽力されています。

　貴会の活動は、家庭動物の適正飼養に関する普及啓発活動のさきがけとなり、動物の健康の維持・向上に貢

献する立場にある我々獣医師をはじめ、動物福祉・愛護に係る幅広い職種の方々からも高く評価されてきたと

ころです。

　また貴会は、阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめ、多くの緊急災害時の被災動物救護活動において、

多大な貢献をされました。私共獣医師も、被災地での動物救護活動において貴会をはじめとした動物愛護団体

の支援を心強く感じつつ苦難を乗り越えて参りました。

　さらに、マイクロチップの普及活動においては、「動物ID普及推進会議（AIPO）」の一員として貴会から力

強いご協力をいただいてきました。

　おかげをもちまして私共の活動が社会から評価され、昨年の「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改

正により、販売用の犬猫に対するマイクロチップの装着・登録の義務化に結びつきました。

　今後とも、日本獣医師会は貴会といっそう連携を強め、新しい制度下におけるマイクロチップの普及、家庭

動物の適正飼養等、動物の福祉・愛護に関する活動に尽力して参りますので、これまでにも増してご理解とご

支援をいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。

　貴会がこの意義ある設立40周年を節目とし、引き続き全国の家庭動物飼育者から絶大なるご支持を得ながら、

動物福祉・愛護に関するすばらしい活動を展開され、人と動物が共生する豊かな社会の実現にいっそう貢献し

つつ、益々ご発展されることを祈念して、お祝いの言葉といたします。

公益社団法人日本獣医師会
会長

藏内 勇夫

ご祝辞

日本愛玩動物協会
設立40周年に寄せて
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　本協会では、内閣府公益認定等委員会の認定を受け

た公益社団法人として、「動物の愛護及び管理に関す

る法律」に基づきながら、「人と動物が共生する社会

の実現」を図るための公益事業を実施しています。

　具体的には、動物の愛護及び適正な飼養管理に関す

る知識等の普及啓発活動を効果的・効率的に行うため、

「国及び地方自治体の事業への協力」「動物の愛護及び

適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発を行う指導

者の養成と教育」「調査研究及び情報の収集、提供」「相

談会、講習会、講演会、展示会及び研究発表会等の開

催」「調査研究活動への助成」「広報誌等図書印刷物の

刊行」「その他、本協会の目的を達成するために必要

な事業」の７つの公益事業を定款に定めて実施してい

ます。

　また、動物虐待の防止やシェルターなどによる保護

収容などの活動は非常に重要なことですが、本協会は、

昭和54年の設立以来、そのような事態を少なくするた

めの原因療法としての適正飼養の普及啓発教育に力点

を置いて事業を実施してきています。

定款（抜粋）

（目　的）
第 ３条　本協会は、動物の愛護と適正な飼
養及び管理について、その知識を普及す
るとともに、広く国民の間に動物を愛護
する精神を啓発し、生命の尊重、友愛及び
平和の情操の涵養を図り、もって社会文
化の発展に寄与することを目的とする。

（事　業）
第 ４条　本協会は、前条の目的を達成する
ため、次の事業を行う。
　⑴ 　動物の愛護及び適正な飼養管理に関
する知識等の普及啓発事業

　　①　国及び地方自治体の事業への協力
　　② 　動物の愛護及び適正な飼養管理に

関する知識等の普及啓発を行う指導
者の養成と教育

　　③　調査研究及び情報の収集、提供
　　④  　相談会、講習会、講演会、展示会

及び研究発表会等の開催
　　⑤　調査研究活動への助成
　　⑥　広報誌等図書印刷物の刊行
　⑵ 　その他本協会の目的を達成するため
に必要な事業

事業の沿革

「公益法人」とは
 「公益法人」とは、公益の増進を図ることを目的として
法人の設立理念に則って活動する民間の法人のことです。
公益法人には、志ある人の集まりである「公益社団法人」
と、財産の集まりである「公益財団法人」があります。
　現在、個人の価値観が多様化し、社会のニーズも多岐
にわたるなかで、行政部門や民間営利部門だけでは社会
のニーズを満たし、課題に対応することが難しくなって
おり、このような状況に対応し、多様なサービスを社会
に提供できる存在として民間非営利部門の役割は重要さ
を増しています。
　公益法人は、民間非営利部門の一翼としてさまざまな
民間公益活動を担っており、社会を支える重要な役割を
果たしています。

※出典：内閣府資料

本協会の公益事業の考え方
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公益社団法人日本愛玩動物協会の事業概要

事業名称 目的及び役割 主な実施事業

1
国及び地方自治体の事業
への協力

動物愛護管理行政の推進にあたっては産官
学民の連携が重要であることから、国等の
行政機関において人的・予算的・制度的制
約から実施が困難な事業を中心に、民間な
らではの視点を入れながら、普及啓発に関
する国等の施策の補完を実施するもの。

○ 環境省等の関係行政機関が主催す
る動物愛護週間行事への協力
○ 環境省等の関係行政機関が作成し
たパンフレットやポスター等の増
刷や配布協力
○ 関係地方自治体が設置する動物愛
護推進協議会への参画

2

動物の愛護及び適正な飼
養管理に関する知識等の
普及啓発を行う指導者の
養成と教育

全国津々浦々において、草の根レベルでの
普及啓発活動を実施できるように、その担
い手を育成するもの

○愛玩動物飼養管理士の養成

3
調査研究及び情報の収集、
提供

科学的知見を踏まえた適正な方法及び内容
で各種普及啓発活動を実施できるようにす
るため、その科学的知見に関する基盤整備
を図るもの

○ 飼養管理等に関する各種調査研究
の実施（自主研究及び環境省等から
の調査研究の受託）
○ 図書館における各種文献・学術論
文の収集と貸出

4
相談会、講習会、講演会、
展示会及び研究発表会等
の開催

相談会、展示会：
広く動物愛護及び適正な飼養管理を普及啓
発するために実施するもの

講習会、研究発表会：
管理士の知識や技能のさらなる向上を図る
ために実施するもの

○ペット飼養相談会の開催
○ 電話や手紙によるペット飼養に関
する相談の受付
○ 管理士の知識や技能の向上を図る
ための愛護推進活動特別講座の開
催
○ 人と動物の共生を考える市民公開
セミナーの開催
○ 各種シンポジウムの開催
○ 一般公募方式によるペット写真展
の開催
○ 管理士による研究発表会の開催

5 調査研究活動への助成

各種普及啓発活動の実施に必要な科学的知
見の整備に関する調査研究の活性化及び関
連研究者の育成を図るため、大学等に対し
て調査研究費を助成するもの

○ 飼養管理に関する調査研究費の大
学等の調査研究機関への助成

6
広報誌等図書印刷物の刊
行

動物の愛護及び適正な飼養管理に関する最
新の知識や情報を伝達するとともに、普及
啓発活動の実施にあたっての各種課題等に
ついて平易に解説することにより、科学的
知見等を踏まえた適時的確な普及啓発活動
が行われやすくなるような環境条件の整備
を図るもの

○ 機関誌『愛玩動物 with PETs』の発
行（隔月）
○ 飼養相談実例集及び飼育読本等の
出版

7
その他、本協会の目的を
達成するために必要な事
業

幅広い情報の収集を図るための関係団体と
の情報交換を行うもの。また、普及啓発活
動の推進にあたって必要となる環境整備を
図るため、災害時における動物救護及びマ
イクロチップ等による所有者明示措置等の
関連事業を、関係団体との連携を図りなが
ら実施するもの。

○ 関係団体等との連携事業の実施（緊
急災害時における動物救護、マイク
ロチップ等による所有者明示措置
の推進など）

普及啓発活動を構成する各種個別事業を、事業相互の有機的連携を図りながら実施しています。
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※出典：内閣府の世論調査
※ 出典：マンション総合調査（国土交通省住宅局）の 
「居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体内容」

愛玩動物飼養の高まり

　近年、都市化の進展や核家族化、さらには近年の社

会の少子高齢化への流れを背景として、愛玩動物の飼

養に対する志向が広がり、内閣府の世論調査によれば

国民の約３分の１が愛玩動物を飼養するまでに至って

います。一般社団法人ペットフード協会の調査におい

ても、愛玩動物の代表的な動物である犬及び猫は、令

和元年10月時点において計約２千万頭が飼養されてい

ると報告されています。このような飼養数の実態など

を踏まえて、生体、ペットフード、ペットホテルなど

といった愛玩動物関連産業も広範にわたるものにな

り、その市場規模も1兆５千億円を超える規模に拡大

してきています。

　また、「愛玩動物の飼養」と一口にいっても、その

態様は、以前とは著しく異なってきています。いわゆ

る番犬やネズミ捕りなどを意識した飼養は現在では皆

無に近く、精神的な伴侶としての役割を求めることが

主たる役割になっているのです。飼い主の生活におけ

る愛玩動物の重要性は非常に高く、心の癒やしを与え

てくれる存在として、まさに「家族の一員」のような

地位を占めるようになってきたといえます。

愛玩動物に関する各種問題の発生

　しかし、その一方で、「愛玩動物を盲目的にかわい

がることが動物愛護である」といった間違った理解の

適正飼養の普及啓発活動の意義

犬・猫の飼育頭数の推移 ペットに関する苦情

ペットの関連産業の広がり

（万頭）
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流布、飼い主の不適正な飼養管理及び飼養管理に関す

る知識の不足により、愛玩動物を巡る各種のトラブル

が 傷事件や近隣の迷惑問題として顕在化し、深刻な

社会問題となっている地域も見受けられます。

　また、一部においては、社会の風紀や公序良俗を損

ないかねない動物虐待事件も発生しています。このよ

うな動物虐待事件は、人の殺傷事件に発展する予兆的

な行動としても認識されており、「動物の愛護及び管

理に関する法律」の制定及び改正においては、犯罪の

ない平和な社会をつくるための情操教育の推進施策の

一環としての愛玩動物の重要性も指摘・意図されてい

るところです。

生命尊重等の情操の涵養に 
貢献する動物愛護管理施策

　この「動物の愛護及び管理に関する法律」において

は、人と動物の共生する社会の実現を図るために、「動

物を愛護すること」及び「動物の被害から人を守るこ

と」の２つの目的を定め、「国民の間に動物を愛護す

る気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵

養に資すること」及び「動物による人の生命、身体及

び財産に対する侵害を防止すること」が法の目指すも

のとして規定されています。

　このことからも明らかなように、生命尊重や友愛な

どの情操面の豊かさを社会全体において確保していく

ためには、人と愛玩動物とのより良い関係づくりを進

めること、すなわち愛玩動物の愛護に関する人々の意

識を高めるとともに、その飼養管理をより適正なもの

とすることが必要です。命あるものである動物に対し

てやさしい眼差しを向けることができるような態度な

くして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操

の涵養を図ることは困難であると考えられます。

本協会における普及啓発活動の 
実施の背景及び目的の概要

　本協会は、このような状況を踏まえて、国民の心身

の健全な発達の寄与及び豊かな人間性の涵養によって

友愛の精神にあふれた平和な社会の構築に資するため

に、人間生活と密接な関係を有する存在になってきた

愛玩動物を対象として、動物の愛護及び適正な飼養管

理に関する知識などの普及啓発活動に関する各種事業

を、多岐に渡って有機的な連携を図りながら総合的に

実施しようとするものです。

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的 本協会の社会活動における概要

❶ 動物の愛護
適性飼養や虐待防止など

❷ 動物の適切な管理
危害や迷惑の防止など
（「人の生命・身体・財産の侵害、

生活環境保全上の支障」の防止）

人と動物の
共生する
社会

※ 「動物の愛護」とは、動物を人間と同一視するものではない。また、畜産
動物などとしての利用を否定するものでもない。「人類愛・情操の涵養」を
目指しているものである。

公益社団法人日本愛玩動物協会

設立年月日 1979（昭和54）年５月21日

目　　的

「動物の愛護及び管理に関する法律」の
趣旨に基づき、この法律の普及啓発と動
物の適正飼養及び管理に関する知識の普
及を通して、社会に貢献すること

活動対象

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基
準」に定義されている「家庭等で飼養及
び保管されている動物で、哺乳類、鳥類
及び爬虫類に属する動物」

活動範囲
全国各地で動物の適正な飼養及び管理に
ついての普及啓発活動を行う

会員種別
正会員（個人、団体）、一般会員（個人、
学生、団体）などがあり、正会員は総会
に出席して協会の運営維持にあたる
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本協会が実施する
普及啓発活動の重要性

　なお、かかる普及啓発活動については、「動物の愛

護及び管理に関する法律」においても動物の愛護及び

管理に関する重要な施策の一つとして規定されていま

す。　また、当該法律に基づいて環境大臣が策定した

「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進す

るための基本的な指針（平成18年）」においても、普及

啓発活動のよりいっそうの推進の必要性に加えて、特

に民間団体などによる実施の重要性が指摘されていま

す。

動物愛護管理基本指針（抜粋）

平成18年10月公付・令和２年４月一部改正

　動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、終生飼養の責務、動物の虐待の防止及び動物

の適正な取扱いに関して正しい知識及び理解を持つことが重要である。このため、国、地方公共団体等

によって、動物の愛護及び管理の普及啓発事業が行われてきており、徐々に浸透しつつあるが、まだ十

分ではない。また、国民の動物に対する考え方が多様であることを前提に、社会規範としての動物の愛

護及び管理に関する考え方や動物の取扱いに関する行為規範について、その整理と相互理解の醸成に向

けた取組の必要性が指摘されている。こうした現状を踏まえつつ、動物の愛護及び管理の意義等に関す

る国民の理解を更に推進する必要がある。

　また、生命尊重、友愛等の情操の涵養の観点から、特に子どもが心豊かに育つ上で、動物との触れ合

いや家庭動物等の適正な飼養の経験が重要であることが指摘されており、適正な方法による機会の確保

が求められている。このような現状において、国及び地方公共団体、動物愛護推進員、獣医師会、業界

団体、動物愛護団体、動物の所有者等の団体、学術研究団体、調査研究機関等を始めとした関係者の連

携協力の下に、様々な機会を捉えて教育活動や広報活動等に取り組むことが求められている。



適正飼養教育

中核的な事業としての 
「愛玩動物飼養管理士」の養成

　本協会の教育事業は、「愛玩動物飼養管理士」によ

る指導者などの養成と教育を中核的な事業として位置

づけて体系的に実施しています。

　普及啓発活動は、映像や印刷物などの媒体によって

も実施できます。しかし、これらの媒体に頼るだけの

普及啓発活動には自ずと限界があり、多くの人に興味

と関心をもってもらいながら普及啓発活動をきめ細や

かに行うにあたっては、適切な知識などを有する人を

担い手として確保して実施することが重要かつ効果的

です。

　当該事業は、このような観点から、全国津々浦々に

おいて、地域に密着した草の根レベルでの普及啓発活

動を実施できるように、その担い手を「愛玩動物飼養

適正飼養の普及のための活動

愛玩動物飼養管理士とは

■ 1981（昭和56）年に総理府の指導助言のもとに始まっ
た認定制度

■公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する民間資格
※2020（令和２）年３月31日現在、各級累計約19万人

管理士」として育成し、普及啓発に関するボランティ

ア活動を、各自の居住地を拠点として実施していくよ

うに指導・要請しています。

　この普及啓発活動を行う者については、一定水準以

「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基
づき、愛玩動物（ペット）の愛護及び適正飼養管
理の普及啓発活動などを行うために必要な知識・
技能を、本協会の通信教育によって体系的に修め、
所定の試験に合格し、協会より認定登録された者。

子ども

愛玩動物飼養管理士スクーリング風景
11

向け「どうぶつあいご教室」の様子
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上の知識や能力を有している必要があります。このた

め、本協会では、独自に作成した学習教本をもとに、

スクーリングの実施及び課題報告問題による自主学習

を指導するとともに、知識などの習得状況をチェック

するために最終考査試験に合格した者を「愛玩動物飼

養管理士」として認定する仕組みを設けています。

　また、内容の専門性の程度（分野や難易度）に応じ

て、この「愛玩動物飼養管理士」は、２級と１級（従

前は指導級や準２級も存在）に区分しており、学習教

本、スクーリング及び最終考査試験も各級で異なる内

容のものとしています。

　また、ペットと飼い主を取り巻く社会環境の変化に

伴って、動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識

等の普及啓発の担い手に対して求められる知識の分野

や難易度も自ずと変化するものです。こういった状況

の変化に対して適時的確に対応できるようにするため

に、愛玩動物飼養管理士の知識・能力を補完・誘導す

るための教材や学習の仕組みの拡充を図っています。

　なお、当該事業の厳格性及び公平性を確保するため

に、読み換え等のみなし規定は設けておらず、動物の

愛護及び適正な飼養管理に関して造詣の深い獣医師や

行政担当者といえども、最終考査試験に合格しない限

りは「愛玩動物飼養管理士」の認定は受けられないこ

ととしています。また、公正性を確保するために、最

愛玩動物飼養管理士の知識・能力を 
補完・誘導するための教材や学習の仕組み

指導者の養成を促す
ための初歩的な導入
教育

ペットオーナー検定など

飼養にかかる諸情勢
の変化に対応した発
展的教育

生涯学習セミナー、飼養にかか
る住環境の適正化教育としての
ペット共生住宅管理士検定、動
物取扱責任者等のペット産業従
事者のスキルアップ教育など

実践的手法に関する
教育

愛犬飼育スペシャリスト教育、
ペット飼養相談の実例集など

終考査試験及び合否判定については外部の有識者等を

主な構成員とする認定委員会を設けて実施していま

す。

　当該養成事業は、昭和56年より開始しているもので

すが、令和元年度までの実績としては、２級の愛玩動

物飼養管理士が累計で146,601人、１級の愛玩動物飼

養管理士が累計で31,885人を輩出しており、これらの

「愛玩動物飼養管理士」の多くは、各地域における相

談会の開催、関係行政機関への協力、図書刊行物の頒

布などの活動をボランティアとして実施しています。

人材認定等事業の登録証

環境教育等推進法　人材認定等事業
　本協会が実施している「愛玩動物飼養管理士養成・認定事業」が、環境教育等による環境保全
の取組の促進に関する法律（環境教育等推進法）第11条第４項の規定に基づく「人材認定等事業」
に、2019（令和元）年10月に登録されました。

人材認定等事業とは
　民間事業者が行う環境保全に関する知識や指導に係る能力を有する者等の育成・認定、環境教
育等に関する教材の開発等の事業のことです。審査を経て、登録基準に適合しているもののみ、
国が登録します。
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獣医学・看護学・飼育技術に関する
知識や理論を学ぶ

ペットの飼い方の
実践的かつ具体的な手法を学ぶ

ペットと一緒に楽しむ
余暇活動のあり方を学ぶ

優れたペット業界人に
なるための知識や倫理を学ぶ

ボランティア活動の実践を
通じてスキルアップを図る

適正飼養の推進基盤である
住環境整備の技術を学ぶ

２級

1級

上級

遊ぶ

学ぶ

知識

技術
働く

貢献

住宅

愛玩動物飼養管理士教育･養成システムの総合的な体系

愛玩動物飼養管理士

愛玩動物飼養管理士

他機関における活用例
・動物取扱責任者（動物愛護管理法）の資格要件
・行政書士 ADRセンター調停人（ペット）の研修基準要件
・大手ペット関連企業の社員研修

本協会の会員
＜機関誌の購読等による学習＞

「犬と猫との暮らしの教科書」など

認定連携団体でのボランティア

ペット共生住宅管理士

ペットツーリズム活動

愛玩動物飼養管理士

ペットオーナー検定
＜管理士の取得に向けた導入教育＞

ペット共生マンション
＜ペットを取り巻く暮らし環境＞

セミナー
＜業界・一般飼い主向け＞

協会の各種普及啓発教材の頒布、
全国各地の認定連携団体での適正飼養の普及啓発イベントなど

環境教育等促進法　人材認定等事業

実践的な飼育手法の教育事業
＜愛犬飼育スペシャリストなど＞
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　愛玩動物飼養管理士は、ペット（愛玩動物）の習性

や正しい飼い方、動物関係法令（動物愛護管理法、ペ

ットフード安全法など）、動物愛護の精神などを、多

くの人に広めるペットのスペシャリストです。

　また、愛玩動物飼養管理士は、動物愛護管理法に規

多くの動物専門学校や企業が受講

　愛玩動物飼養管理士は、ペット業界で働くうえで必要な資格として、動物専門学校やペット関連企業から幅広く

認知されており、全国の動物関係の大手専門学校のほとんどが、資格取得を学生の勉強に利用しています。

有資格者は各級累計 約19万人

　愛玩動物飼養管理士は、40年の実績をもつ認定資格です。全国で累計約19万人（２級－約14万７千人、１級－約

３万２千人、準２級－約８千人）の方が資格を取得しています。

愛玩動物飼養管理士の活躍の場

　ペットオーナーのニーズの多様化とともに、愛玩動物飼養管理士の活躍の場は幅広いフィールドに拡がっています。

● ペット業界
 ペットショップ・動物病院など

● 観光産業（ペットツーリズム）
 ペット同伴宿泊施設・娯楽施設・交通機関など

● ペット保険
● 介護・福祉分野
 動物介在活動や動物介在療法など

● 建設業界
 ペット共生住宅の建設・管理など

● 小売り店
  ホームセンターやドラッグストアでのペットグッ

ズの販売など

定されている「動物取扱責任者」の選任要件のうち、

「動物関連の資格」のひとつとして、多くの自治体か

ら認められています。ペットショップなどの動物取扱

業者には、１名以上の動物取扱責任者を置くことが義

務づけられています。

愛玩動物飼養管理士

ペットのスペシャリストとして必要な知識・技能を体系的に学べる資格
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愛玩動物飼養管理士 教本

２級教本
A4版 フルカラー　２級１巻・２巻
非売品（愛玩動物飼養管理士の受講受験者への限定配布）

２級教本

1 級教本

１級教本
A4版 ２色刷り　１級１巻・２巻
非売品（愛玩動物飼養管理士の受講受験者への限定配布）

ペットのスペシャリスト

CONTENTS（２級）

第Ⅰ編　愛玩動物飼養管理士
　第１章　 公益社団法人日本愛玩動物協会の目的・

事業
　第２章　愛玩動物飼養管理士
　第３章　ボランティア活動の捉え方
第Ⅱ編　人と動物の関係学Ⅰ
　第１章　人と動物のかかわり
　第２章　動物観・ペットとのかかわりの歴史
　第３章　多様な動物愛護思想とその歴史1
　　　　　〈近代的動物愛護運動の始まり〉
　第４章　多様な動物愛護思想とその歴史2
　　　　　〈日本における動物愛護運動の起こり〉
　第５章　多様な動物愛護思想とその歴史3
　　　　　〈現代の動物愛護運動とその思想〉
　第６章　利用目的により異なる動物福祉の考え方
　第７章　動物とのふれあいとその効用
　第８章　動物愛護の今後の展望
第Ⅲ編　動物関係法令Ⅰ
　第１章　動物と法律
　第２章　動物の愛護及び管理に関する法律Ⅰ
　第３章　飼育動物と関係法令Ⅰ
　第４章　野生動物と関係法令Ⅰ
第Ⅳ編　ペット業界の現状と広がり
　第１章　ペット業界の歴史
　第２章　ペット業界の現状とこれからの課題
第Ⅴ編　動物の体の仕組みと働き
　第１章　体の基本の仕組み
　第２章　栄養を取り入れる
　第３章　酸素を取り入れる
　第４章　老廃物の排出、異物の撃退と解毒
　第５章　情報を取り入れる

　第６章　体内の情報伝達
　第７章　子どもを産み育てる
第Ⅵ編　動物の飼養管理（総論）
　第１章　動物の飼養管理
　第２章　動物取扱業
　第３章　動物の繁殖
第Ⅶ編　動物の飼養管理〈各論〉
　第１章　犬の飼養管理
　第２章　猫の飼養管理
　第３章　その他の哺乳類の飼養管理
　第４章　鳥類の飼養管理
　第５章　爬虫類の飼養管理
　第６章　動物の栄養と食事
　第７章　高齢動物の取り扱い
　第８章　動物の保定法
第Ⅷ編　動物のしつけ
　第１章　学習理論
　第２章　犬と猫の社会化
　第３章　犬のしつけの基本
　第４章　室内飼育猫のしつけの基本

CONTENTS（１級）

第Ⅰ編　人と動物の関係学Ⅱ
　第１章　動物とのふれあい・教育活動
　第２章　マナーと教育
　第３章　ペットの飼養を支える適正な環境づくり
　第４章　ペットのトラブルと訴訟
　第５章　地域猫
　第６章　ペットの終末期医療と看取り
　第７章　ペットロス
　第８章　災害時対策

第Ⅱ編　動物関係法令Ⅱ
　第１章　はじめに
　第２章　動物の愛護及び管理に関する法律Ⅱ
　第３章　飼育動物と関係法令Ⅱ
　第４章　野生動物と関係法令Ⅱ
第Ⅲ編　動物の行動と社会
　第１章　行動とは何か、社会とは何か
　第２章　犬と猫の行動と社会
　第３章　問題行動とその予防と対処
第Ⅳ編　犬と猫の栄養学
　第１章　栄養素とその機能
　第２章　犬と猫が必要とするエネルギーと栄養素
　第３章　ライフステージと栄養
　第４章　犬と猫のペットフードの進展
第Ⅴ編　動物の遺伝と繁殖生理
　第１章　動物の遺伝
　第２章　動物の繁殖生理
第Ⅵ編　動物の疾病とその予防
　第１章　動物の疾病とその予防（総論）
　第２章　犬の疾病とその予防
　第３章　猫の疾病とその予防
　第４章　その他哺乳類の疾病とその予防
　第５章　鳥類の疾病とその予防
　第６章　爬虫類の疾病とその予防
第Ⅶ編　動物の飼養管理と公衆衛生
　第１章　人と動物の共生に必要な公衆衛生の問題
　第２章　人と動物の共通感染症とその対策
　第３章　動物愛護行政と地域活動
第Ⅷ編　自然と人間
　第１章　自然環境と世界の動き
　第２章　自然環境と人間のかかわり

●有資格者は各級累計で約19万人（2020〔令和２〕年３月）
●毎年約１万人が受講
●ペット関連資格で国内最大規模
●スクーリング・認定試験会場は全国主要都市で実施
●2020（令和２）年度教本において、内容の改訂を実施
●イラストや図表を増やして、よりわかりやすく解説
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愛玩動物飼養管理士の養成を 
補完する各種教育

　適正飼養の普及啓発を網羅的かつ体系的に行うため

に、本協会では、愛玩動物飼養管理士の養成事業を中

核としつつ、それを補完するための各種の教育事業を

実施しています。

　主な内容としては、ペットの正しい知識を手軽に学

べる「ペットオーナー検定」、人とペットが安心して

暮らせる住環境を推進する「ペット共生住宅の適正化

推進プロジェクト」、各種書籍やパンフレットの発行

などがあります。

ペットオーナー検定 公式テキスト 初心者向け

● １ページに「例題」「解説」などをまとめて解説
● １ページあたり１～２分で読めるので、忙しい方も読みやすい
● A５ サイズなので、持ち運びに便利
● 愛玩動物飼養管理士のサブテキストとしても利用可

CONTENTS

第１章　動物の体のしくみ
第２章　犬や猫の飼い方
第３章　犬や猫のしつけ方
第４章　ペットフード

第５章　病気・ケガや問題行動
第６章　ペットの法律やトラブル
第７章　犬や猫を飼うときの心構え
第８章　人と動物のかかわり

A5版 ２色刷り　204 ページ
販売価格：3,000 円＋税

　ペットオーナー検定は、申し込みから受験まで、すべてオンラインで行える検定試験です。

　検定試験に合格すると、「ペットフレンドリーオーナー」として、合格認定証を交付します。

ペットオーナー検定

100

4 章

解説 「ペットフード」にはいろいろな種類がある

人が必要とする栄養素
との違い

　カロリーベースで比較す
ると、犬や猫には人よりも
たんぱく質の多い食事が必
要です。ビタミンＡ、Ｄ、
Ｅなどの脂溶性ビタミン、
カルシウムやリンなども、
人より多く必要です。
　犬と猫は、人には合成で
きないビタミンＣを体内で
合成できるので、与える必
要はありません。
　また、人と犬は体内でタ
ウリン（アミノ酸）を合成
できますが、猫には合成で
きないので食事として与え
ることが必要です。

　公正取引委員会及び消費者庁で定めた「ペットフード
の表示に関する公正競争規約」によれば、ペットフード
と表示できるものには、総合栄養食、間食（オヤツ、ス
ナック）、そのほかの目的食（栄養補完食、副食、嗜好
増進食）などがあります。
　広い意味でのペットフードには、いわゆるペットフー
ドのほかに、ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、
サプリメントなども含まれています。なお、犬や猫用の
ペットフードの原材料は、肉や魚だけではありません。
肉、魚、野菜や穀類などが必要に応じて使用されている
のが一般的です（第４章問４参照）。
　これらのペットフードのなかで最も重要なのは「総合
栄養食」です。総合栄養食とは、毎日の主食として成長
段階ごとに必要な栄養がバランスよく配合されていて、
そのフードと水だけを与えていれば必要な栄養を摂取す
ることができるものをいいます。

犬や猫用のペットフードや必要な
栄養素の説明で、正しいものはど
れでしょうか？

①犬や猫に必要な栄養素は人と同じ
である
②肉だけでつくられているものがよ
い
③主食は、総合栄養食という表示の
ものを選ぶ
④主に野菜からつくられている

問 1

101

第 4章  ペットフード

種類 期待される目的
コエンザイムQ10 抗酸化、エネルギー産生
グルコサミン 骨や関節のケア
乳酸菌 腸内環境の改善
プロポリス 抗菌
シャンピニオン 便臭などの消臭
カルシウム 骨や骨格の健康維持
ＤＨＡ 認知機能の維持
食用キノコ類 免疫力強化
ブルーベリー 目の健康

主なサプリメント

総合栄養食の栄養基準

　ペットフードが総合栄養
食と認定される方法は２つ
あります。ひとつは、含ま
れる栄養素が規定の栄養基
準を満たしていること。こ
の栄養基準は、AAFCOが
定めたものに準拠していま
す。AAFCOとは米国飼料
検査官協会のことで、ペッ
トフードの安全性や品質保
証の観点から栄養基準を設
定しているアメリカの組織
です。
　もうひとつの方法は、定
められた手段でフードの給
与試験を行って、良好な飼
育結果が得られることによ
る認定です。

　総合栄養食ではないペットフードや自己流の手づくり
フードを与えていると、ペットに必要な栄養を満たすこ
とができず、病気になるなどの問題も起こることがあり
ます。そのようなときには、不足しがちな栄養を補うも
のとしてサプリメントを与えることがあります。
　サプリメントには多くの種類があり、体の機能をサ
ポートする働きのものもあります。サプリメントのなか
には効果が証明されているものもありますが、ほとんど
が医薬品ではないので、与えたらすぐに効果が期待でき
るというわけではありません。かかりつけの獣医師に相
談するなど、正しい情報を集めてから与えるとよいで
しょう。
　また、猫は人や犬と異なり、必須アミノ酸であるタウ
リンを体内でつくることができません。そのため、市販
されている猫のフードには必ずタウリンが含まれていま
す。それを知らずにタウリンの入っていないドッグフー
ドや手づくりフードを与えていると、猫が「タウリン欠
乏症」になり、心臓疾患や眼の障害などを引き起こす恐
れがあるので十分に注意しましょう。

正答 ③ 主食は、総合栄養食という表示のものを選ぶ

①

② ③

④

⑤⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪
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5 章

解説 屋外も室内も危険がいっぱい！

日常生活に潜んでいる危険

下のイラストの①～⑪のなかで、
犬や猫にとって危険な箇所はいく
つあるでしょうか？

①１箇所
②３箇所
③６箇所
④11箇所

問 7

119

第 5章  病気・ケガや問題行動

犬・猫の足腰のために
滑らない床対策を

　ペットの脱臼や骨折のト
ラブルは、屋外よりも室内
で多く発生しています。つ
るつる滑るフローリングの
床は、犬や猫の足腰に大き
な負担をかけるので、滑り
止めのワックスを塗った
り、カーペットを敷いたり
して、滑らない工夫をしま
しょう。ペットの足腰にや
さしい床材も開発されてい
ます。

　屋外はもちろんのこと、一見、安全に見える室内も、
じつは犬や猫にとっては危険がいっぱいです。アニコム
損害保険株式会社の2014年の報告によると、「ペットの
ケガや事故の経験がある」飼い主の割合は25.6％、「ヒヤ
リ・ハット（危険なことが起こったものの、事故には至
らなかった）の経験がある」飼い主の割合は半数以上に
ものぼりました。
　人には快適で便利でも、ペットにとっては危険につな
がることもあります。室内の事故の多くは飼い主の配慮
で防げるので、犬や猫の目線で室内環境を整えましょう。
　また、犬では、散歩で屋外に出たときに交通事故やほ
かの犬とのケンカ、ノミやダニなどの寄生や拾い食いな
どのトラブルも発生します。リスク回避のためにも、散
歩中はリードと気は緩めないようにしてください。

＜室　内＞
①電気コード・プラグ
電気コードは犬・猫には格好のオモチャ。コンセントに差し込まれた
ままかじれば感電の危険が！
②出しっ放しの薬
誤って食べてしまうおそれがあります。
③ビニールひも
ついうっかりの出しっ放しは、異物誤飲の原因になります。
④ベランダ
小型犬や猫のベランダからの転落事故も起こっています。ベランダに
はペットだけで出さないで。
⑤観葉植物
シクラメンやスズラン、ポトスなど、犬や猫がかじると中毒を起こす
ものもあります。
⑥ふたの空いた浴槽
熱い湯船に落ちて全身ヤケドを負ったり、溺死することもあります。
⑦漂白剤
洗濯物の浸け置きをしている漂白剤入りの水を飲んだり、石けんをか
じったりして中毒を起こすことがあります。

＜屋　外＞
⑧草むら・茂み
ノミやダニが潜んでいる可能性大。また、ほかの犬のオシッコなどか
ら感染症にかかるおそれもあります。
⑨長くたるみすぎたリード
リードの適度なたるみは必要ですが、たるませすぎると、犬が拾い食
いをしたときにやめさせることができません。
⑩公道での伸縮リード
公道での伸縮リードは犬が車道に飛び出したり、ほかの人や犬とのト
ラブルの原因になります。
⑪おしゃべりに夢中の飼い主
おしゃべりは悪いことではありませんが、愛犬から目を離しすぎるの
は問題です。

正答 ④ 11箇所
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初心者向け

ペット共生マンションの
適正化推進ガイドライン

● ペット共生マンションの設計および管理運営の指針について解説
● ペット共生住宅の第一人者である建築家の廣瀬慶二氏、前田敦氏、
清水満氏が監修
●公益社団法人日本獣医師会 監修
● ペット同伴宿泊ホテルの設計や、ドッグランの設計などについての
運営指針も補録

B5版　フルカラー　336ページ
販売価格：2,800 円＋税

ペット共生住宅

　本協会では、人とペットが安心して暮らしていける

住環境を整えていくために、2018年度より「ペット共

生住宅の適正化推進プロジェクト」を実施しています。

　本プロジェクトは、ペット共生住宅の普及啓発と、

ペット共生住宅に関する正しい知識をもつ人材の育成

を２本柱としています。

①ペット共生住宅の普及啓発
　ペット共生マンションの設備や構造、入居のルール

づくり、飼育マナーのあり方などを普及啓発するため

に、『ペット共生マンションの適正化推進ガイドライ

ン』と『飼い主のマナーハンドブック』を2018年に発

行しました。

　また、これらの知識を学び、ペット共生住宅の実現

に向けて行動していただける組織に対して、「ペット

フレンドリーホーム宣言」を呼びかけています。

ペット共生住宅の適正化推進プロジェクト

これだけは知っておきたい飼い主のマナーハンドブック

● アパート・マンションを事例として、飼い主のマナーについて記載
● 戸建住宅や、ペットとの旅行のときにも対応可
● 犬や猫など、ペットの種類ごとに解説
● ペットの安全を守るために知っておきたい備えについても解説
● ペット共生マンションでの住民向けの啓発ツールとしても活用できる

A5版　フルカラー　36ページ
販売価格：700 円＋税
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ペット共生住宅管理士─理論と実践─

● 「ペット共生住宅管理士」公式テキスト
● ペット共生住宅づくりのノウハウを解説

CONTENTS

Ⅰ．ペット共生住宅管理士とは
　　01 ペット共生住宅管理士
　　02 ペット共生住宅
　　　 （ペットフレンドリーホーム）とは

Ⅱ． ペット共生住宅づくりの 
ノウハウ

　　01 考え方の基本的なスタンス
　　02 管理運営のポイント①衛生管理
　　03 管理運営のポイント②
　　　  リスクアセスメント
　　04 管理運営のポイント③
　　　  ペットのトラブル事例
　　05 管理運営のポイント④
　　　  ペットクラブ
　　06 管理運営のポイント⑤
　　　  動物の適正飼養の普及啓発

Ⅲ．ペット業界の現状と広がり
　　01  ペット業界の現状とこれからの課題
　　02 ペット業界の分野別動向

B5版　モノクロ　104ページ
販売価格：2,000 円＋税

ペット共生住宅

② ペット共生住宅に関する正しい知識をもつ
人材の育成

　ペット共生住宅などがより良いものとなって社会に

浸透・定着していくためには、建物の設備・構造の適

正化や飼い主の意識改革が図られることはもちろんで

すが、ペットに関わるさまざまな分野において、ペッ

ト共生住宅を支える人材の育成が必要です。また、ペ

ット共生住宅などの量的・質的水準の底上げを図るた

めには、ペットの生理生態・習性のみならず、ペット

関連法令や人と動物の関係学についても十分に学習し

た人材が求められています。

　こういったことを受け、「ペット共生住宅管理士」

検定が2019年に誕生しました。

 「ペット共生住宅管理士」は、２級愛玩動物飼養管理

士の有資格者のみが受講でき、『ペット共生マンショ

ンの適正化推進ガイドライン』及び『飼い主のマナー

ハンドブック』のほかに、『ペット共生住宅管理士 －

理論と実践－』の３冊を教材として使用しています。
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犬と猫との暮らしの教科書 プロ向け

飼い主向け

● ペットの飼養管理のノウハウを体系的に図解
● ペットの受け入れから獣医療、ケア、食事、介護や看取りまで、
犬や猫に関するさまざまな内容を網羅
● ペット業界に従事されている方はもちろん、これからペット業
界への就職を検討している方にもおすすめ

CONTENTS

第１章　受け入れ
　① ペットの選択と入手
　② 品種

第２章　獣医療・保険
　① 動物病院
　② 健康管理
　③ ペット保険
第３章　しつけ・ケア
　① しつけ
　② ボディケア
　③ 美容・癒やし

第４章　食事
　① 犬・猫の栄養
　② 手づくり食

第５章　住まい
　① ペット共生住宅とは
　② ペット共生住宅の設備と構造
　③ ペット共生マンションでの暮らし方
　④ ペット用の環境づくり

第６章　遊び・コミュニケーション
　① コミュニケーション
　②ドッグラン

　③旅行などのお出かけ
　④写真撮影
　⑤ペットイベント
　⑥遊び方・玩具

第７章　リスク対策
　① 個体識別
　② 事故対策
　③ 災害対策
　④ ペットの後見（信託・里親）制度
　⑤ 法律知識
　⑥ 動物愛護管理法
　⑦ ペットトラブル

第８章　介護と看取り
　① ペットの老化
　② 高齢ペットの病気と介護
　③ ペットの葬儀

第９章　ペット業界
　① ペット業界の業種
　② ペット関連の職種・職業

B5版 フルカラー 336 ページ
販売価格：2,800 円＋税

　適正飼養の普及啓発を推進するため、さまざまな書籍やパンフレットを発行しています。

各種書籍の発行
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適正飼養パンフレット 初心者向け

ボランティア向け

● 人と動物の防災についてまとめた３冊
● 豊富なイラストでわかりやすい
● ホームページから無料でダウンロード可能

CONTENTS

初心者向け 人と動物の防災を考えよう

１．ひとの防災を考える
２．我が家の問題点を考える
３．問題点の対策を考える
４．備蓄品を用意する
５．健康管理をする
６．居場所の点検をする
７．普段からマナーを守る

８．助けあえる仲間を作る
９．避難訓練をする
10．個体識別をしておく
11．災害がおこったら
12．避難所での注意点
防災チェックシート

人と動物が安全に避難するために、どんな準備をすればいいのか？普段から気を
つけたい防災のポイント12 項目をまとめた、防災入門編リーフレットです。
A4版　フルカラー　４ページ

初心者向け いざというときのために ペットと被災したら

１．同行避難とは
２．避難の準備をする
３．ペットと避難する
４．避難所に到着したら
５．避難所などへのペットの同行
６．感染症対策
７． 傷事故を防ぐ

８．鳴き声の問題
９．ペットのストレス対策
10．ペットの健康相談や一時預かり
11．迷子ペットの捜索
12．支援物資
13．仮設住宅で
うちのコ手帳

災害が発生したときのペットとの避難方法や、避難所や仮設住宅での過ごし方を
まとめた、ペットの飼い主向けのパンフレット。
A5版　フルカラー　８ページ

ボランティア向け 被災ペットの救護活動ガイドライン
─ボランティア活動をされる皆さまへ─

１．物資や寄付金の送り方
２．迷子ペットの保護収容
３．ボランティア活動の心構え
４．ボランティア活動の種類
　　・避難所などの巡回

　　・シェルター
　　・新しい飼い主になる
　　・ インターネットを使用した 

迷子探し
迷子ペットの保護カード

支援物資の送り方や、ボランティア活動の心構えなど、被災ペットやその飼い主
への救護活動や支援活動をするときの注意点をまとめた、ボランティア向けのパ
ンフレット。
A5版　フルカラー　８ページ
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 ボランティア活動と活動支援

愛玩動物飼養管理士の社会貢献活動

　愛玩動物飼養管理士の資格の活用方法は、人によっ

てさまざまです。ペット関連の仕事に活かしている人

も多く、個々に専門分野での研
けん

鑽
さん

を積んでいます。社

会貢献活動としては、「動物愛護推進員」として活動

する愛玩動物飼養管理士も増えています。東日本大震

災では、「全国緊急災害時動物救援本部」（その後「一

般財団法人ペット災害対策推進協会」に改名。2019年

解散）のボランティアのほか、シェルター運営、仮設

住宅の動物のケアなどで活動する姿もみられました。

　また、地域の動物愛護管理センターでボランティア

を行う方もいますが、愛玩動物飼養管理士の役割を活

かす場は、自分が住んでいる地域や日常生活のなかに

も存在しています。自治会やマンション組合、ＰＴＡ

などの活動を通して、また、周囲の知人に対して、飼

養相談を受けたり、飼育マナーや適正飼養、災害時の

備えなどを伝えるのも、愛玩動物飼養管理士が個人で

できる社会貢献活動です。

　全国各地における愛玩動物飼養管理士の活動拠点

が、「〇〇県愛玩動物協会」という名称の認定連携団

体です。2019年４月現在、全国に34の認定連携団体が

あり、都道府県、政令指定都市や中核都市と協力しな

がら、地域に密着したさまざまな普及啓発活動を行っ

ています。

　この認定連携団体のはじまりは、愛玩動物飼養管理

士のなかから自発的に生まれた「愛玩動物飼養管理士

会」でした。愛玩動物飼養管理士の資格が一般の人々

にも広がったころ、地域で社会的な活動をしたいと愛

玩動物飼養管理士が始めたサークル活動が、現在の認

定連携団体につながっています。最初のうちは「管理

士」という存在もまだよく知られておらず、苦労も多

かったといいますが、時代の変化などに応じて、管理

士会から支部、支所といった変遷も遂げてきました。

この認定連携団体の活動を通して経験を積むことによ

り、社会貢献活動の経験がなくても、実践的なスキル

アップを図ることができる機会が確保されています。

国及び地方自治体の事業への協力

　動物愛護管理行政の推進にあたっては、産官学民の

連携が重要です。また、普及啓発活動は膨大な業務量

を伴う多岐にわたる事業であることから、国等の行政

機関だけでは対応が困難であり、動物愛護団体や獣医

師会等の民間団体の協力が必要とされています。

　このような状況を踏まえて、本協会においては、国

等の行政機関において人的・予算的・制度的な制約か

ら実施が困難であると考えられる事業を中心に、普及

啓発に関する国等の施策を補完する事業としての普及

啓発活動を、民間ならではの視点を加味しながら実施

しています。

　具体的には、「動物の愛護及び管理に関する法律」

の規定に基づき、環境省等の関係行政機関が主催する

シンポジウムやイベント等の動物愛護週間行事へのボ

ランティア協力、環境省等の関係行政機関が作成した

パンフレットやポスター等の本協会認定連携団体や愛

玩動物飼養管理士養成制度採用校等への郵送、関係地

方自治体が設置している動物愛護管理センターや保健

所等が行う適正飼養相談会等の普及啓発事業へのボラ

ンティア協力、教材等の印刷物や物資の提供、関係地

方自治体が「動物の愛護及び管理に関する法律」の規

定に基づき設置する動物愛護推進協議会へのボランテ

ィア委員としての参画及び動物愛護推進協議会業務の

補助等です。

調査研究・調査研究助成

　人が愛玩動物に対して抱く意識及び感情は千差万別

であり、その愛護や飼養管理の仕方も多種多様です。

しかし、愛玩動物の生理生態に応じた適正な飼養管理

方法は、人々に共通して理解・利用される科学的かつ

客観的なものでなければなりません。しかし、古くか

ら多くの人が愛玩動物を飼養管理してきたにもかかわ

らず、その方法や根拠等については、関係する学会が
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多岐にわたることや、応用科学の一分野としての学会

での位置づけが明確になっていないことなどがあいま

って調査研究が進んでおらず、科学的知見に基づいて

客観的に整理されていない部分があります。

　多くの人々の共感を呼び、自主的な参加を幅広く促

すことができるようにするためには、科学的な知見等

に基づいた普及啓発活動の展開が重要です。このよう

な状況を踏まえて、当該事業は、科学的知見を踏まえ

た適正な方法及び内容によって各種普及啓発活動を実

施できるようにするため、その科学的知見に関する基

盤整備を図るものです。

　具体的には、愛玩動物の飼養管理等に関する各種調

査研究を、本協会が課題等を設定して行う自主研究及

び環境省等の関係行政機関からの調査研究の受託によ

り行っています。また、本協会に整備している図書室

において、愛玩動物の愛護及び適正な飼養管理に関す

る各種文献及び学術論文の収集をするとともに、これ

らについての一般閲覧、貸し出し及びコピーサービス

等を愛玩動物飼養管理士及び一般利用者等の求めに応

じて行っています。

　また、愛玩動物の愛護及び適正な飼養管理に関する

科学的知見の整備に関する調査研究を活性化するとと

もに、関連研究者の育成を図るため、大学等の調査研

究機関に対して調査研究費を助成しています。対象と

なる調査研究は、科学研究費等の公的な助成になじみ

にくい内容の調査研究に限定することにより、他の調

査研究助成との役割分担を図っています。

図６ 主な社会貢献活動

公園や河原での清
掃活動（ウンチ拾
い）や、飼い主マ
ナーの向上を呼び
かけます

地域の特性を考慮
した内容のもの
や、地域のイベン
トなどでの飼養相
談

動物愛護管理セン
ターでの動物の飼
い方やしつけ方など
の指導、同行避難
訓練への参加協力、
動物愛護週間行事
への参加協力など

マナーアップ活動

飼い主向け講習会など

行政のお手伝い

災害時ボランティア

シェルターでの清
掃や犬の散歩のお
手伝いなど

IAHAIO大会（人と動物との関係に関する国際会議）での発表風景

「犬と猫の暮ら
し向き調査」ア
ンケート見本
（左から犬、猫）
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本協会が助成した研究テーマ一覧

「バーニーズマウンテンドッグの健康と福祉を目指す疾病アンケート調査」

「感染症予防の観点からの愛玩鳥の適正飼養に関する調査」

「日本における犬用非加熱フード（ローフード）からのサルモネラ属菌検出状況調査」

「ペット飼育放棄要因の抽出と終生飼養サポートの検討 －動物愛護団体における調査から－」

「伝統行事にみる犬との共生のための感性 －熊本山鹿市の２つの祭りから－」

「 学生相談におけるイヌとヒトの唾液中オキシトシン濃度および 行動解析を用いた 

『動物ふれあい活動』の効果評価の試み」

「近代イギリスにおけるダーウィン進化論と動物観 －犬の痛覚、感情、良心の歴史的再考」

「松森胤保の著作にみる動物観に関する研究－動物の飼育愛玩に関する記録から－」

「概日リズム（体内時計）に基づくイヌの最適な食事時間および食事回数の検討」

「『家庭動物法の基礎理論』の研究－最新の欧米理論調査と日本法への応用可能性の探究」

「家庭動物と獣医学の関係史 －20世紀ドイツの例を通して－」

「犬の分離不安症発症に対するセロトニン関連遺伝子の多型の影響」

「高等学校における譲渡犬の教材化」

「自治体における動物愛護管理行政の現状と課題に関する全国調査」

「 猫伝染性腹膜炎の予防・治療法開発に重要なツールとなる 

ネコ骨髄細胞由来マクロファージ作製法の確立」

「室内飼育・犬猫の音環境に関するQOL改善に向けた建築技術とシステムに関する研究」

「人獣由来Helicobacter cinaediの分子疫学解析と臨床への応用」

「都市部における飼い猫および野良猫の行動モニタリング調査」

「ペットショップの子イヌにおけるクリプトスポジウム感染の実態調査」

「自治体シェルターにおける動物群動態および疾患状況に関する疫学的研究」

「中国古代のイヌの品種改良」

「日・中・韓における動物観の比較研究」

「イヌの避妊手術が骨密度および副腎機能に及ぼす影響とその対策」

「学童および生徒における家庭動物飼養に対する意識調査 －特に年齢に伴う意識の変化について－」

「飼い主がしつけ教室で学ぶこと －犬の行動原理の理解テストを通じて－」

「 早期離乳ストレスによる動物の異常行動のプロラクチンによる予防および矯正効果の検討  

－伴侶動物の問題行動の予防と治療への応用を目的として－」

「家庭動物における認知症に係わる記憶機能の基盤となる脳領域の回路解析」

「 犬の人に対する攻撃行動をいかにマネージメントしていくか ～日本人、 

英国人飼い主の考え方の比較調査～」

「北海道における鳥獣店の歴史 －聞き書きを介した若干の考察－」

「家庭動物を対象としたマルチローカスSTR解析による身元証明（個体識別）技術に関する研究」

「適正飼育された犬がもたらす子どもたちへの効果に関する研究」

「法教育および環境教育との接合を意識した動物愛護教育の方法と教材の開発」
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セミナー・イベント

　愛玩動物が人と一緒に生活する社会的存在として

人々に快く受け入れられるようにするためには、愛玩

動物の生理生態に基づいた飼養管理に関する普及啓発

を図るとともに、その一方では、社会との関わりにつ

いても十分に考慮したうえで他人に迷惑や危害を与え

ない飼養管理に関する普及啓発を図る必要がありま

す。

　しかし、愛玩動物の愛護及び適正な飼養管理に関す

る知識の普及は決して十分な状況ではなく、一部にお

いては、単に愛玩動物をかわいがることを動物愛護と

思いこんでいたり、愛玩動物の生理生態に反するよう

な飼養管理をしていたり、他人の迷惑を顧みずに愛玩

動物の飼養管理をするなどの不適切な飼養管理方法も

少なからず見受けられるところです。

　このような状況を踏まえて、適正な動物愛護及び飼

養管理に関する知識等の普及啓発を図るとともに、普

及啓発活動の担い手となる愛玩動物飼養管理士の知識

及び技能のさらなる向上を図ることも含めて、相談会、

講習会、講演会、展示会及び研究発表会を、関係地方

自治体・本協会が認定した連携団体・その他の動物愛

護団体等との連携や協力依頼をしながら本協会の本部

及び認定連携団体が中心となって開催しています。

　具体的には、相談会や講習会については本協会及び

認定連携団体におけるペット飼養相談会の開催及び電

話・手紙によるペット飼養に関する相談の受付、講演

会については感染症対策、ペットとのふれあい活動、

ペット共生マンション等での暮らし方、ペットツーリ

ズム及びペットロス等の時宜を得た課題をテーマとし

た人と動物の共生を考える市民公開セミナーの開催や

各種シンポジウムの開催、大学等における講義の実施、

展示会については一般公募方式によるペット写真展の

開催を実施しています。

〈人と動物の共生を考える公開セミナー〉

西暦 和暦 テーマ

1998 平成10年度 よくわかる回虫博士の“ペットと感染症”

1999 平成11年度 集合住宅での動物飼育問題

2000 平成12年度 ここが違う！ 新・動物愛護法 ～ 21世紀の新しい飼い主像～

2001 平成13年度 高齢動物のヘルスマネージメント

2002 平成14年度 こうすれば安心 ～人とペットの共通感染症～

2003 平成15年度 聞いて得するペットの食餌管理と栄養

2004 平成16年度 ペットと安心して暮らすために ～人と動物の共通感染症～

2005 平成17年度 ペットと安心して暮らすために ～人と動物の共通感染症～

2006 平成18年度 ペットと安心して暮らすために ～人と動物の共通感染症～

2007 平成19年度 人と動物が幸せに暮らすために ～犬のしつけ～

2008 平成20年度 人と動物が幸せに暮らすために ～犬のしつけ～

2009 平成21年度 人と動物が幸せに暮らすために ～犬のしつけ～

2010 平成22年度 人と動物が幸せに暮らすために～犬と猫の食事～

2011 平成23年度 人と動物が幸せに暮らすために～犬と猫の食事～

2012 平成24年度 人と動物が幸せに暮らすために～犬と猫の食事～

2013 平成25年度 動物も人も幸せになるには／犬と猫の食事／ペットを飼う前に

〈シンポジウム〉

西暦 和暦 テーマ

2013 平成25年度 ペット・ツーリズムの今後のあり方を考える

2014 平成26年度 ペットツーリズムの魅力と推進方策／理論と実践に学ぶ
「子どもとペットのふれあい活動」のノウハウと課題

2015 平成27年度 ペットとのふれあい活動の推進方策を考える

2017 平成29年度 ペット共生住宅のあり方を考える

2018 平成30年度 ペット共生住宅・マンションの適正化推進方策を考える

2019 令和元年度 ［エコツーリズム］と［ペットツーリズム］ニューツーリズム 
による観光の展開

2020年１月に行われたシンポジウムの様子

寄付講座「ペット・ツーリズム論」への
大学からの感謝状
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①愛玩動物飼養管理士の養成
資
格

愛玩動物飼養管理士 ペット（愛玩動物）の習性や正しい飼い方、動物関係法令（動
物愛護管理法・ペットフード安全法など）、動物愛護の精神
などを、多くの人に広めるペットのスペシャリスト（指導員）
です。1級と2級の2種類があります。

顕
彰

上級愛玩動物飼養管理士 適正飼養の普及啓発のボランティア活動に対する顕彰制度
です。愛玩動物（ペット）の愛護と適正飼養管理の普及啓
発活動に関してよりいっそうの研鑽を図ることを推奨する
とともに、その活動実績を適確に評価することを目的とし
たものです。

検
定
（
補
完
学
習
）

ペットオーナー検定 愛玩動物飼養管理士制度を補完するための学習です。子ど
もから大人までが、ペットの飼い方・しつけ方・法律など
のペットに関する知識を幅広く学習するための検定制度で
す。オンラインで受けることができます。

ペット共生住宅管理士 愛玩動物飼養管理士制度を補完するための学習です。適正
飼養を推進するためには、飼い主などが知識や技術をもっ
ているだけではなく、人とペットが快適に暮らす適正な環
境の整備も必要不可欠です。ペット共生住宅管理士は、ペ
ットの習性や正しい飼い方を理解したうえで、ペット共生
住宅に関する専門的な知識を学ぶことができることを目的
とした検定制度です。

愛犬飼育スペシャリスト 愛玩動物飼養管理士制度を補完するための学習です。愛犬
の飼い方に関する知識と実践的な技術として、愛犬飼育の
ために欠かせない食事や日常のお手入れ方法、人間社会で
暮らすために必要なトレーニングやマナー、問題行動への
対処法、病気や災害など非常時の対応方法などを体系的に
学ぶための検定制度です。

②普及啓発教材

書
籍
等

機関誌
『愛玩動物 with PETs』

人とペットが幸せに暮らすためのライフスタイルを提案す
る、本協会の機関誌です。年６回、奇数月に発行しています。
毎回、特集テーマを変えて、ペットにかかわるさまざまな
情報や協会からのお知らせ、認定連携団体の活動予定を掲
載しています。

犬と猫との暮らしの
教科書

受け入れから獣医療、ケア、食事、介護や看取りまで、ペ
ットとして主に飼育されている犬と猫に関わるさまざまな
項目を、体系的に幅広く網羅して分かりやすく解説してい
ます。

飼い主の
マナーハンドブック

ペット（犬、猫、小動物、小鳥）と暮らすうえで知ってお
きたい適正な飼養方法や技術、マナーについて、わかりや
すく解説しています。なお、集合住宅の事例で解説してい
ますが、戸建に住んでいる人が守るべきマナーについても
カバーした内容になっています。

公益社団法人日本愛玩動物協会の事業概要
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②普及啓発教材

書
籍
等

ペットの飼養管理 機関誌『愛玩動物 with PETs』で過去に特集した、犬、猫、
ウサギ、ハムスター、鳥、カメ、ペットの死についての特
集号、あわせて９冊分をひとつにまとめたものです。２級
愛玩動物飼養管理士の副教材としても使用しています。

愛玩動物飼養管理士教本
（１級、２級）

〈限定頒布〉

愛玩動物飼養管理士の資格取得のためのテキスト（専門書）
です。動物関係法令や人と動物の関係学、保健衛生、公害
問題、動物の疾病予防、管理士の社会活動、各種動物の飼
養管理、犬猫のしつけなどについて、体系的・網羅的に解
説しています。2020年に大幅な改定を行いました。

ペットオーナー検定
テキスト

「例題」「解説」「イラスト/図表」「コラム」から構成されて
いるテキストです。 ペットオーナー検定のテキストとして
だけでなく、愛玩動物飼養管理士のサブテキストとしても
利用できる内容になっています。

ペット共生マンションの
適正化推進ガイドライン

ペット共生住宅管理士の学習のためのテキストです。ペッ
ト共生マンションの設計及び管理運営の指針のほかに、ペ
ット同伴宿泊ホテルやドッグランの設計と運営指針につい
て解説しています。

ペット共生住宅管理士
─理論と実践─　

ペット共生住宅管理士の学習のためのテキストです。適正
なペット共生住宅をつくるために、その理論から実践的な
技術に至るまでのノウハウを解説しています。

ペット飼養相談の実例集

〈限定頒布〉

Q&A形式で、ペットの飼養に関するさまざまなことが理解
できるように解説しています。１級愛玩動物飼養管理士の
資格認定者に限定して配布しています。

犬のオーナーズガイド

〈絶版〉

本協会が監修・発行した翻訳書で、さまざまな疑問に答え
る形で、猫の飼い方や習性を解説した書籍です。ドン・ハ
ーパー氏の著書になります。

猫のオーナーズガイド

〈絶版〉

本協会が監修・発行した翻訳書で、さまざまな疑問に答え
る形で、猫の飼い方や習性を解説した書籍です。ブラドリー・
ヴァイナー氏の著書になります。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

人と動物の防災を
考えよう

人と動物が安全に避難するために、どんな準備をすればい
いのか？ 普段から気をつけたい防災のポイント12項目をま
とめた、防災入門編リーフレットです。

ペットと被災したら 災害が発生したときのペットとの避難方法や、避難所や仮
設住宅での過ごし方をまとめた、ペットの飼い主向けのパ
ンフレットです。

被災ペットの救護活動
ガイドライン

支援物資の送り方や、ボランティア活動の心構えなど、被
災ペットやその飼い主への救護活動や支援活動をするとき
の注意点をまとめた、ボランティア向けのパンフレットで
す。

〇×クイズ 子どもから大人までが、ペットに関する知識をどれだけ理
解しているかを楽しく考えることができるクイズ集です。
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③ボランティア活動支援 認定連携団体
（旧管理士会・支部・支所）

全国各地において、適正飼養の普及啓発が図られるように
するとともに、愛玩動物飼養管理士としての普及啓発のた
めのボランティア活動を実践できる機会を確保するために、
全国各地に組織されているボランティア活動団体です。ペ
ットの飼い方教室、無料セミナー、動物愛護週間行事、防
災行事などを行っています。

適正飼養推進
プロジェクト支援

本協会が推進しようとしている適正飼養の普及啓発を広く
全国各地で進めるために、関係団体等に対してその費用等
に関する支援をするものです。支援の対象団体は、一般公募、
役員からの推薦、本協会の認定連携団体です。

被災飼い主・ペット支援 災害時にペットと飼い主を支援するために、物資の支援や
搬送活動への協力などを実施しています。また、平時から
災害に備えるため、同行避難訓練への協力やセミナーの開
催などの事業を実施しています。

④調査研究・調査研究助成 調査研究助成 適正飼養の普及啓発活動の実施に必要な科学的知見の整備
に関する調査研究の活性化を図るため、大学・研究所等に
対して調査研究費を助成する事業です。

暮らし向き調査

〈終了事業〉

犬や猫の飼養実態を客観的・定量的に把握するための調査
です。寿命、飼養目的、品種・頭数などが主な調査項目と
なる事業です。

調査研究
（受託調査を含む）

本協会が独自に課題を設定して調査研究を行うとともに、
環境省などからの受託調査研究を行う事業です。

専門書籍類の収集・公開 本協会の適正飼養の推進事業に役立てるために、また、必
要に応じて一般公開をするために、内外の専門書籍類を収
集する事業です。

⑤セミナー・イベント 写真コンテスト 人とペットとのふれあいの楽しさや、動物愛護の心などが
表されている写真を通じて、写す側や、 その写真を見る側
双方にペットを大切にする精神を培うことを目的とした事
業です。

動物愛護週間行事 動物愛護管理法に基づき、9月20日から26日は動物愛護週
間と定められています。多くの人に動物の愛護と適正な飼
養についての理解と関心を深めてもらうために、国・地方
自治体・関係団体と協力して、動物の愛護と管理に関する
普及啓発のための各種行事を実施・協力・支援する事業です。

公開セミナー・
各種シンポジウム

適正飼養の普及啓発を図るため、全国各地での公開セミナ
ーの開催、各種シンポジウムの開催を行う事業です。
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本協会役員の歴史

昭和54年度期 昭和55年度期 昭和56年度期 昭和57年度期 昭和58年度期 昭和59年度期

名誉会長

相談役

会長 酒井忠元 酒井忠元 酒井忠元 酒井忠元 酒井忠元
（～S59.2）

大鷹淑子
（S59.2 ～）

副会長 今泉英一
（～S54.9）

宇田川龍男
河野通敬

宇田川龍男
河野通敬

宇田川龍男
河野通敬

宇田川龍男
中山正男

宇田川龍男
中山正男

宇田川龍男
中山正男
牧野信司
（S59.2 ～）

理事長 河野通敬 河野通敬 河野通敬
（～S60.1）

専務理事 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄

常務理事
（常任理事）

浅井富次郎
池田嘉成
石原孝吉
川尻和夫
北原昇
佐々木徳三
中山正男
西山登志雄

浅井富次郎
（～S56.2）

池田嘉成
石原孝吉
川尻和夫
北原昇
佐々木徳三
中山正男
西山登志雄

池田嘉成
石原孝吉
川尻和夫
北原昇
佐々木徳三
中山正男
西山登志雄

池田嘉成
石原孝吉
方伊儀（松尾）
　明良
川尻和夫
北原昇
土本土彌
西山登志雄
本多勇
牧野信司

池田嘉成
石原孝吉
方伊儀（松尾）
　明良
川尻和夫
北原昇
土本土彌
西山登志雄
本多勇
（～S59.2）

牧野信司
（～S59.2）

池田嘉成
石原孝吉
方伊儀（松尾）
　明良
川尻和夫
北原昇
土本土彌
西山登志雄

理事 宇井斐平
上野好三
大泉清光
加藤長之助
香西悦次
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉野久雄
高橋誉富
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

宇井斐平
上野好三
大泉清光
加藤長之助
香西悦次
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉野久雄
高橋誉富
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

宇井斐平
上野好三
大泉清光
加藤長之助
香西悦次
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉野久雄
高橋誉富
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

上野好三
大泉清光
加藤長之助
岸正三
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉野久雄
（～S58.2）

杉山文男
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
鳩山邦夫
（S58.2 ～）

長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

上野好三
大泉清光
加藤長之助
岸正三
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉山文男
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
鳩山邦夫
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

上野好三
大泉清光
加藤長之助
殳薮豊作
岸正三
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉山文男
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
鳩山邦夫
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

監事 杉野義雄
牧野内育二

杉野義雄
牧野内育二

杉野義雄
牧野内育二

杉野義雄
牧野内育二

杉野義雄
牧野内育二
（～S59.2）

杉野義雄
田中稔隆
（S59.2 ～）

評議員 （昭和54年度期～60年度期は記載略）

顧問 河野通敬 河野通敬
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昭和60年度期 昭和61年度期 昭和62年度期 昭和63年度期 平成元年度期 平成2年度期

名誉会長

相談役 杉野義雄 杉野義雄 杉野義雄

会長 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子

副会長 宇田川龍男
中山正男
牧野信司

宇田川龍男
中山正男
牧野信司

宇田川龍男
中山正男
牧野信司

田中稔隆
中山正男
牧野信司

田中稔隆
中山正男
牧野信司

田中稔隆
中山正男
牧野信司

理事長 尾上多喜雄（S61.2～） 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄

専務理事 尾上多喜雄（～S61.2） 平野正太郎 平野正太郎 岩瀬安正

常務理事
（常任理事）

池田嘉成
石原孝吉（～S61.2）
方伊儀（松尾）
　明良
殳薮豊作（S61.2～）
川尻和夫
北原昇
篠崎紘一（S61.2～）
城定道晴（S61.2～）
土本土彌
西山登志雄（～S61.2）

池田嘉成
方伊儀（松尾）
　明良
殳薮豊作
川尻和夫
岸正三
北原昇
篠崎紘一
城定道晴
土本土彌

池田嘉成
方伊儀（松尾）
　明良
殳薮豊作
川尻和夫
岸正三
北原昇
篠崎紘一
城定道晴
土本土彌
平野正太郎

岩瀬安正
大石良雄
方伊儀（松尾）
　明良
殳薮豊作
川尻和夫
北原昇
篠崎紘一
信政之助
田中傳
土本土彌

岩瀬安正
大石良雄
方伊儀（松尾）
　明良
殳薮豊作
川尻和夫
北原昇
篠崎紘一
信政之助
田中傳
土本土彌

大石良雄
小川正久
川尻和夫
篠崎紘一
信政之助
武内重治
田中傳
筒井章二
土本土彌
長谷部喜好

理事 上野好三（～S61.2）
大泉清光（～S61.2）
加藤長之助
殳薮豊作（～S61.2）
岸正三
笹谷礼三
篠田栄太郎
杉山文男（～S61.2）
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
西山登志雄（S61.2～）
鳩山邦夫
長谷川吉雄
水平豊彦
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

加藤長之助
金子義彦（S61.2～）
甲羽良平（S61.2～）
笹谷礼三
篠田栄太郎
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
西山登志雄
鳩山邦夫
長谷川吉雄
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

加藤長之助
金子義彦
甲羽良平
笹谷礼三
篠田栄太郎
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
西山登志雄
鳩山邦夫
長谷川吉雄
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

池田嘉成
加藤長之助
金子義彦
甲羽良平
笹谷礼三
篠田栄太郎
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

池田嘉成
加藤長之助
金子義彦
甲羽良平
笹谷礼三
篠田栄太郎
高橋豊治
團伊玖磨
丹羽兵助
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
渡辺文平

飯塚末雄
池田嘉成
小野寺覺
甲羽良平
小松隆
篠田栄太郎
團伊玖磨（～H2.7）
丹羽兵助（～H2.11）
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
リチャード・ゴリス

監事 杉野義雄
田中稔隆

杉野義雄
田中稔隆

杉野義雄
田中稔隆

城定道晴
人見敦

城定道晴
人見敦

平野正太郎
城定道晴

評議員

（記載略）

相関雅信
石黒申ー
石村一明
伊藤英司
岩田誠三
大坂みよ子
小川正久
久合田利夫
清宮五郎
黒田以喜
小山大三
駒田栄司
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷一
城戸喜治
信政之助
武内重治
中村吉五郎
長妻万次郎
長谷川只ー
長谷部喜好
樋口明
宮本昭
吉田吉平
渡辺浜吉

相関雅信
石黒申ー
石村一明
伊藤英司
岩田誠三
大坂みよ子
小川正久
久合田利夫
清宮五郎
黒田以喜
小山大三
駒田栄司
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷一
城戸喜治
信政之助
武内重治
中村吉五郎
長妻万次郎
長谷川只ー
長谷部喜好
樋口明
宮本昭
吉田吉平
渡辺浜吉

相関雅信
飯塚末雄
石黒申一
石村一明
伊藤英司
岩田誠三
大坂みよ子
小川正久
久合田利夫
清宮五郎
黒田以喜
小山大三
駒田栄司
貞光繁
穴倉清蔵
渋沢雷ー
城戸喜治
武内重治
中村吉五郎
長妻万次郎
長谷川只一
長谷部喜好
樋口明
宮本昭
渡辺浜吉

相関雅信
飯塚末雄
石黒申一
石村一明
伊藤英司
岩田誠三
大坂みよ子
小川正久
久合田利夫
清宮五郎
黒田以喜
小山大三
駒田栄司
貞光繁
穴倉清蔵
渋沢雷ー
城戸喜治
武内重治
中村吉五郎
長妻万次郎
長谷川只一
長谷部喜好
樋口明
宮本昭
渡辺浜吉

相関雅信
尾崎敬承
大島誠之助
大貫由起子
川合武夫
小山大三
久合田利夫
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷ー
城戸喜治
須田静子
武市伊津子
長岩安基子
西野弘志
長谷川只一
林寛治
堀切和江
松本一三
水村直記
宮本昭
藪本好子
横川勇
渡辺千鶴

顧問 河野通敬 河野通敬 河野通敬 宇田川龍男
河野通敬
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三
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平成3年度期 平成4年度期 平成5年度期 平成6年度期 平成7年度期 平成8年度期

名誉会長

相談役 杉野義雄 杉野義雄
中山正男

杉野義雄
中山正男

杉野義雄
中山正男

中山正男 中山正男
（～H8.10）

会長 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子

副会長 田中稔隆
中山正男
牧野信司

川尻和夫
田中稔隆
牧野信司

川尻和夫（H5.9～）
田中稔隆
牧野信司

田中傳
田中稔隆
牧野信司

田中傳
田中稔隆
牧野信司

田中傳
田中稔隆
牧野信司

理事長 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄

専務理事 岩瀬安正 岩瀬安正 岩瀬安正 岩瀬安正 岩瀬安正 岩瀬安正

常務理事
（常任理事）

大石良雄
小川正久
川尻和夫
篠崎紘一
信政之助
武内重治
田中傳
筒井章二
長谷部喜好

小川正久
川合武夫
小松隆
篠崎紘一
高田進
田中傳
西村尚一
長谷部喜好
横地光夫

小川正久
川合武夫
小松隆
篠崎紘一
高田進
田中傳
西村尚一
長谷部喜好
横地光夫

小川正久
川合武夫
經德禮文
小松隆
篠崎紘一
鈴木好美
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記

小川正久
川合武夫
經德禮文
小松隆
篠崎紘一
鈴木好美
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記

小川正久
川合武夫
經德禮文
小松隆
篠崎紘一
鈴木好美
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記

理事 飯塚末雄
池田嘉成
小野寺覺
甲羽良平
小松隆
篠田栄太郎
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
リチャード・ゴリス

飯塚末雄
池田嘉成
大石良雄
小野寺覺
甲羽良平
武富和夫
筒井章ニ
長屋亘
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
リチャード・ゴリス

飯塚末雄
池田嘉成
大石良雄
小野寺覺
甲羽良平
武富和夫
筒井章ニ
長屋亘
西山登志雄
鳩山邦夫
山崎拓
吉村和夫
リチャード・ゴリス

飯塚末雄
池田嘉成
大石良雄
尾崎敬承
小野寺覺
甲羽良平
貞光繁
武富和夫
仲澤真里
長屋亘
鳩山邦夫
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

飯塚末雄（～H7.10）
池田嘉成
大石良雄
尾崎敬承
小野寺覺
甲羽良平
貞光繁
武富和夫
仲澤真里
長屋亘
鳩山邦夫
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

池田嘉成
大石良雄
尾崎敬承
小野寺覺
甲羽良平
貞光繁
武富和夫
仲澤真里
長屋亘
鳩山邦夫
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

監事 城定道晴
平野正太郎

岩崎哲夫
平野正太郎

岩崎哲夫
平野正太郎

岩崎哲夫
矢野醇之助

岩崎哲夫
矢野醇之助

岩崎哲夫
矢野醇之助

評議員 相関雅信
臼田博
尾崎敬承
大島誠之助
大貫由起子
小原好子
川合武夫
小山大三
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷ー
城戸喜治
須田静子
武市伊津子
長岩安基子
西野弘志
林寛治
堀切和江
松本一三
水村直記
宮本昭
横川勇
渡辺千鶴

相関雅信
臼田博
尾崎敬承
大島誠之助
大貫由起子
小原好子
小山大三
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷ー
城戸喜治
須田静子
武市伊津子
長岩安基子
西野弘志
林寛治
堀切和江
松本一三
水村直記
宮本昭
横川勇
渡辺千鶴

相関雅信
臼田博
尾崎敬承
大島誠之助
大貫由起子
小原好子
貞光繁
宍倉清蔵
渋沢雷ー
須田静子
武市伊津子
長岩安基子
西野弘志
林寛治
堀切和江
松本一三
水村直記
宮本昭
横川勇
渡辺千鶴

相関雅信
伊藤勝巳
浦木準
大島誠之助
小幡昭一
小原好子
小嶋静江
宍倉清蔵
渋沢雷一
須Ill静子
高橋幸子
高橋正篤
常岡未知留
藤松富男
長岩安基子
南里秀子
酉野弘志
林寛治
花澤公子
宮本昭
山口節子
山崎いく子
横川勇
渡辺千鶴

相関雅信
伊藤勝巳
浦木準一
大島誠之助
小幡昭一
小原好子
小嶋静江
宍倉清蔵
渋沢雷ー
須田静子
高橋幸子
高橋正篤
常岡未知留
藤松富男
南里秀子
西野弘志
花澤公子
林寛治
宮本昭
山口節子
山崎いく子
横川勇
渡辺干鶴

相関雅信
伊藤勝巳
浦木準一
小幡昭一
大島誠之助
小原好子
勝田千恵美
小嶋静江
宍倉清蔵
渋沢雷ー
須田静子
高橋幸子
常岡未知留
藤松富男
南里秀子
花澤公子
林寛治
日比野達郎
宮本昭
村田亜衣
矢島扶
山崎いく子
山口節子
横川勇
渡辺千鶴

顧問 宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
河野通敬
殳薮豊作
岸正三



31

平成9年度期 平成10年度期 平成11年度期 平成12年度期 平成13年度期 平成14年度期
名誉会長
相談役 尾上多喜雄

田中稔隆
尾上多喜雄
田中稔隆

尾上多喜雄
田中稔隆

会長 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子
副会長 田中傳

田中稔隆
牧野信司

田中傳
田中稔隆
牧野信司

田中傳
田中稔隆
牧野信司

小川益男
經德禮文

小川益男
經德禮文

小川益男
經德禮文

理事長 尾上多喜雄 尾上多喜雄 尾上多喜雄 田中傳 田中傳 田中傳
専務理事 岩瀬安正 岩瀬安正 岩瀬安正 小川正久 小川正久 西村尚一
常務理事
（常任理事）

小川正久
川合武夫
經德禮文
小松隆
篠崎紘一
鈴木好美
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記

小川正久
川合武夫
經德禮文
篠崎紘一
鈴木松衛
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記
吉田明子

小川正久
川合武夫
經德禮文
篠崎紘一
鈴木松衛
高田進
西村尚一
長谷部喜好
水村直記
吉田明子

大矢秀臣
篠崎紘一
鈴木松衛
高田進
西村尚一
長谷部喜好
花澤公子
水村直記
山崎いく子
吉田明子

大矢秀臣
篠崎紘一
鈴木松衛
高田進
西村尚一
長谷部喜好
花澤公子
水村直記
山崎いく子
吉田明子

大矢秀臣
佐々木勲
實藤憲正
鈴木松衛
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
水村直記
山崎いく子

理事 池田嘉成
大石良雄
尾崎敬承
小野寺覺
甲羽良平
貞光繁
武富和夫
仲澤真里
長屋亘
鳩山邦夫
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

池田嘉成
大石良雄
大矢秀臣
尾崎敬承
小野寺覺
貞光繁
武富和夫
高橋寅吉
鳩山邦夫
花澤公子
山崎いく子
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

池田嘉成
大石良雄
大矢秀臣
尾崎敬承
小野寺覺
貞光繁
武富和夫
高橋寅吉
鳩山邦夫
花澤公子
山崎いく子
山崎拓
横地光夫
リチャード・ゴリス

相関雅信
尾崎敬承
實藤憲正
武田和彦
武富和夫
長澤錠雄
橋本洋一
安川明男
リチャード・ゴリス

相関雅信
尾崎敬承
實藤憲正
武田和彦
武富和夫
長澤錠雄
橋本洋一
安川明男
リチャード・ゴリス

相関雅信
猪俣治太郎
内田美由紀
宇根有美
榎敬蔵
小川正久
掛布博子
香取章子
河野朝城
信太貞美
高田進
高野孝次郎
長澤錠雄
安川明男
吉田明子

監事 岩崎哲夫
矢野醇之助

岩崎哲夫
矢野醇之助

岩崎哲夫
矢野醇之助

椎野雅博
矢野醇之助

椎野雅博
矢野醇之助

椎野雅博
矢野醇之助

評議員 相関雅信
伊藤勝巳
浦木準一
大島誠之助
小原好子
勝田千恵美
小嶋静江
小幡昭一
宍倉清蔵
渋沢雷一
須田静子
高橋幸子
常岡未知留
藤松富男
南里秀子
花澤公子
林寛治
日比野達郎
宮本昭
村田亜衣
矢島扶
山崎いく子
山口節子
横川勇
渡辺千鶴

相関雅信
伊藤勝巳
上野美保
大島誠之助
勝田千恵美
菊池亜矢子
木村はるみ
甲羽良平
小嶋静江
小幡昭一
宍倉清蔵
下田八郎
須田静子
高橋幸子
藤松富男
中尾三枝
仲澤真里
林寛治
日比野達郎
藤田ちよ
宮本昭
矢島扶
横川勇（砒紐）

相関雅信
伊藤勝巳
上野美保
大島誠之助
勝田千恵美
菊池亜矢子
木村はるみ
甲羽良平
小嶋静江
小幡昭一
宍倉清蔵
下田八郎
須田静子
高橋幸子
藤松富男
中尾三枝
仲澤真里
林寛治
日比野達郎
藤田ちよ
宮本昭
矢島扶
横川勇

伊藤勝巳
上野美保
大島誠之助
掛布博子
木村はるみ
甲羽良平
宍倉清蔵
下田八郎
信太貞美
須田静子
高野孝次郎
高橋幸子
藤松富男
中尾三枝
鳴沢亜矢子
長谷川良昭
日比野達郎
藤田ちよ
宮本昭
矢島扶
横川勇

伊藤勝己
大島誠之助
掛布博子
木村はるみ
甲羽良平
宍倉清蔵
下田八郎
信太貞美
須田静子
高野孝次郎
高橋幸子
藤松富男
中尾三枝
鳴沢亜矢子
長谷川良昭
日比野達郎
宮本昭
矢島扶
横川勇

板倉邦子
伊藤勝巳
衣斐明美
大島誠之助
川岸恵子
岸野節子
窪田武雄
甲羽良平
宍倉清蔵
柴山毅
下田八郎
須田静子
高岸ちはり
高橋幸子
藤松富男
富岡香代子
中尾三枝
長岡裕子
永吉ゆかり
鳴澤亜矢子
日比野達郎
平光宣子
福田真由美
宮本昭
村田亜衣
森本雄次郎
矢島扶
山田広美
横川勇

顧問 宇田川龍男
殳薮豊作
河野通敬
岸正三

宇田川龍男
殳薮豊作
岸正三

宇田川龍男
殳薮豊作
岸正三

池田嘉成
岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
殳薮豊作
岸正三
西山登志雄
牧野信司
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

池田嘉成
岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
殳薮豊作
岸正三
西山登志雄
牧野信司
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
殳薮豊作
岸正三
篠崎紘一
武富和夫
西山登志雄
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓
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平成15年度期 平成16年度期 平成17年度期 平成18年度期 平成19年度期 平成20年度期
名誉会長 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子
相談役 尾上多喜雄

田中稔隆
尾上多喜雄
田中傳
田中稔隆

尾上多喜雄
田中傳
田中稔隆

尾上多喜雄
田中傳
田中稔隆

尾上多喜雄
田中傳
田中稔隆

尾上多喜雄
田中稔隆

会長 大鷹淑子 小川益男 小川益男 小川益男 小川益男 小川益男
副会長 小川益男

經德禮文
經德禮文
鈴木松衛

經德禮文
鈴木松衛

經德禮文
鈴木松衛

經德禮文
鈴木松衛

經德禮文
鈴木松衛

理事長 田中傳 西村尚一 西村尚一 西村尚一 西村尚一 西村尚一
専務理事 西村尚一 大矢秀臣 大矢秀臣 大矢秀臣 大矢秀臣 大矢秀臣
常務理事
（常任理事）

大矢秀臣
佐々木勲
實藤憲正
鈴木松衛
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
水村直記
山崎いく子

猪俣治太郎
内田美由紀
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

猪俣治太郎
内田美由紀
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

猪俣治太郎
内田美由紀
大島誠之助
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子　

猪俣治太郎
内田美由紀
大島誠之助
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

猪俣治太郎
内田美由紀
大島誠之助
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
武田和彦
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

理事 相関雅信
猪俣治太郎
内田美由紀
宇根有美
榎敬蔵
小川正久
掛布博子
香取章子
河野朝城
信太貞美
高田進
高野孝次郎
長澤錠雄
安川明男
吉田明子

相関雅信
石原幹章
上田健治
臼井玲子
宇根有美
榎敬蔵
掛布博子
香取章子
川岸恵子
河野朝城
信太貞美
柴山毅
本澤清治
安川明男
吉田明子

相関雅信
石原幹章
上田健治
臼井玲子
宇根有美
榎敬蔵
掛布博子
香取章子
川岸恵子
河野朝城
信太貞美
柴山毅
本澤清治
安川明男
吉田明子

相関雅信
石原幹章
上田健治
臼井玲子
掛布博子
川岸恵子
川口和清
河野朝城
斉藤久美子
柴山毅
下田八郎
長岡裕子
本澤清治
吉田明子

相関雅信
石原幹章
上田健治
臼井玲子
掛布博子
川岸恵子
川口和清
河野朝城
斉藤久美子
柴山毅
下田八郎
長岡裕子
本澤清治
吉田明子

石原幹章
上田健治
臼井玲子
掛布博子
川岸恵子
川口和清
斉藤久美子
下田八郎
東海林克彦
長岡裕子

監事 椎野雅博
矢野醇之助

椎野雅博
高野孝次郎

椎野雅博
高野孝次郎

椎野雅博
高野孝次郎

椎野雅博
高野孝次郎

天川九二夫
椎野雅博

評議員 板倉邦子
伊藤勝巳
衣斐明美
大島誠之助
川岸恵子
岸野節子
窪田武雄
甲羽良平
宍倉清蔵
柴山毅
下田八郎
須田静子
高岸ちはり
高橋幸子
藤松富男
富岡香代子
中尾三枝
長岡裕子
永吉ゆかり
鳴澤亜矢子
日比野達郎
平光宣子
福田真由美
宮本昭
村田亜衣
森本雄次郎
矢島扶
山田広美
横川勇

伊勢川京子
板倉邦子
伊藤勝巳
井上智紫
大島誠之助
岸野節子
窪田武雄
甲羽良平
下田八郎
鈴木智子
高橋幸子
藤松富男
富岡香代子
中尾三枝
長岡裕子
名取裕憲
鳴澤亜矢子
林谷秀樹
日比野達郎
福田真由美
溝渕敏子
宮本昭
村田亜衣
最上肇子
矢島扶
柳美子
山田広美
横川勇

伊勢川京子
板倉邦子
伊藤勝巳
井上智紫
大島誠之助
窪田武雄
甲羽良平
下田八郎
鈴木智子
高橋幸子
藤松富男
富岡香代子
中尾三枝
長岡裕子
名取裕憲
鳴澤亜矢子
林谷秀樹
日比野達郎
福田真由美
溝渕敏子
宮本昭
村田亜衣
最上肇子
柳美子
山田広美
横川勇

浅田未延
飯島英恵
池田毅
石井光雄
石原学
伊勢川京子
板倉邦子
伊藤雅章
井上智紫
沖紀代
片岡昌行
喜多加津乃
木村聡子
日下まこ
窪田武雄
菰田ゆかり
鈴木智子
竹之内悦子
富岡香代子
中尾三枝
名取裕憲
鳴澤亜矢子
沼田出穂
林谷秀樹
福田真由美
溝渕敏子
最上肇子
望月恵美子
柳美子
山田広美

浅田未延
飯島英恵
池田毅
石井光雄
石原学
伊勢川京子
板倉邦子
伊藤雅章
井上智紫
沖紀代
片岡昌行
喜多加津乃
木村聡子
日下まこ
窪田武雄
菰田ゆかり
鈴木智子
竹之内悦子
富岡香代子
中尾三枝
名取裕憲
鳴澤亜矢子
沼田出穂
林谷秀樹
福田真由美
溝渕敏子
最上肇子
望月恵美子
柳美子
山田広美

青木知子
浅田未延
飯島英恵
池田毅
石井光雄
石原学
伊藤雅章
沖紀代
喜多加津乃
日下まこ
駒田房江
菰田ゆかり
坂川逸海
櫻内京子
杉本忠之
高野哲代
竹之内悦子
立石淳子
対馬美香子
名取裕憲
畠山雅子
林谷秀樹
福田真由美
溝渕敏子
宮城直子
宮崎誠
望月恵美子
柳美子
山田広美
山畑如矢

顧問 岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
殳薮豊作
篠崎紘一
武富和夫
西山登志雄
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
殳薮豊作
篠崎紘一
高田進
武富和夫
西山登志雄
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
宇田川龍男
大石良雄
篠崎紘一
高田進
武富和夫
西山登志雄
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
大石良雄
甲羽良平
篠崎紘一
高田進
高原利雄
武富和夫
永村武美
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
大石良雄
甲羽良平
篠崎紘一
高田進
高原利雄
武富和夫
永村武美
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
鳩山邦夫
山崎拓

岩瀬安正
大石良雄
河野朝城
篠崎紘一
高田進
高原利雄
武富和夫
永村武美
長谷部喜好
牧野信司
リチャード・ゴリス
〈名誉顧問〉
山崎拓
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平成21年度期 平成22年度期 平成23年度期 平成24年度期 平成25年度期 平成26年度期

名誉会長 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子 大鷹淑子
小川益男
（H24.12～）

大鷹淑子
小川益男

小川益男

相談役 尾上多喜雄
田中稔隆

經德禮文
西村尚一

經德禮文
西村尚一

經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

会長 小川益男 小川益男 小川益男 小川益男
（～H24.12）

東海林克彦
（H24.12～）

東海林克彦 東海林克彦

副会長 經德禮文
鈴木松衛

椎野雅博
鈴木松衛

椎野雅博
鈴木松衛

椎野雅博
東海林克彦
（～H24.12）

椎野雅博 椎野雅博

理事長

専務理事

常務理事
（常任理事）

大矢秀臣
佐 木々勲
武田和彦

佐々木勲
武田和彦

大島誠之助
佐々木勲
武田和彦

大島誠之助
佐々木勲
武田和彦

大島誠之助
岡崎留美
佐々木勲
武田和彦

阿部剛司
大島誠之助
岡崎留美
武田和彦
天川九二夫

理事 上田健治
臼井玲子
内田美由紀
大島誠之助
掛布博子
川岸恵子
川口和清
斉藤久美子
鈴木登
東海林克彦
長岡裕子
西村尚一
橋本洋一
山崎いく子

池田毅
上田健治
臼井玲子
大島誠之助
川岸恵子
川口和清
喜多加津乃
斉藤久美子
東海林克彦
鈴木登
長岡裕子
林谷秀樹
平井潤子
山田広美

池田毅
上田健治
臼井玲子
川岸恵子
川口和清
喜多加津乃
斉藤久美子
東海林克彦
鈴木登
長岡裕子
林谷秀樹
平井潤子
山田広美

飯島英恵
池田毅
上田健治
臼井玲子
川口和清
斉藤久美子
対馬美香子
天川九二夫
長岡裕子
畠山雅子
林谷秀樹
平井潤子
福田真由美
山田広美

飯島英恵
池田毅
上田健治
臼井玲子
川口和清
斉藤久美子
対馬美香子
天川九二夫
長岡裕子
畠山雅子
林谷秀樹
平井潤子
福田真由美
山田広美

飯島英恵
池田毅
対馬美香子
長岡裕子
林谷秀樹

監事 椎野雅博
天川九二夫

天川九二夫
望月克夫

天川九二夫
望月克夫

安部正弘
望月克夫

安部正弘
望月克夫

安部正弘
望月克夫

評議員

顧問 岩瀬安正
大石良雄
河野朝城
越村義雄
篠崎紘一
高田進
武富和夫
永村武美
牧野信司
リチャード・ゴリス

猪俣治太郎
内田美由紀
實藤憲正
篠崎紘一
高田進
武富和夫
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子
リチャード・ゴリス

猪俣治太郎
内田美由紀
實藤憲正
篠崎紘一
高田進
武富和夫
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子
リチャード・ゴリス

猪俣治太郎
内田美由紀
實藤憲正
鈴木登
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

猪俣治太郎
内田美由紀
北村直人
實藤憲正
鈴木登
橋本洋一
花澤公子
山崎いく子

猪俣治太郎
上田健治
臼井玲子
内田美由紀
川口和清
北村直人
斉藤久美子
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
橋本洋一
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美
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平成27年度期 平成28年度期 平成29年度期 平成30年度期 令和元年度期

名誉会長 小川益男 小川益男

相談役 經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
椎野雅博
鈴木松衛
西村尚一

經德禮文
椎野雅博
鈴木松衛
西村尚一

会長 東海林克彦 東海林克彦 東海林克彦 東海林克彦 東海林克彦

副会長 椎野雅博 椎野雅博
望月克夫

椎野雅博
望月克夫

安部正弘 安部正弘

理事長

専務理事

常務理事
（常任理事）

阿部剛司
大島誠之助
武田和彦
天川九二夫

浅野明子
阿部剛司
武田和彦
長岡裕子

浅野明子
武田和彦
長岡裕子
水口修

武田和彦
水口修

武田和彦
水口修

理事 浅野明子
飯島英恵
池田毅
崎田克康
対馬美香子
堤田治
長岡裕子
林谷秀樹

飯島英恵
池田毅
﨑田克康
対馬美香子
堤田治
林谷秀樹

飯島英恵
池田毅
﨑田克康
対馬美香子
林谷秀樹

浅野明子
荒井延明
池田毅
﨑田克康
対馬美香子
林谷秀樹
平山淳

浅野明子
荒井延明
池田毅
﨑田克康
（～R1.12）

対馬美香子
林谷秀樹
平山淳

監事 安部正弘
望月克夫

安部正弘
上田健治
橋本洋一

安部正弘
上田健治
橋本洋一

岡崎留美
藤澤省二

岡崎留美
藤澤省二

評議員

顧問 猪俣治太郎
上田健治
臼井玲子
内田美由紀
川口和清
北村直人
斉藤久美子
佐々木勲
實藤憲正
鈴木登
橋本洋一
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美

猪俣治太郎
臼井玲子
内田美由紀
大島誠之助
川口和清
北村直人
斉藤久美子
實藤憲正
鈴木登
天川九二夫
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美

猪俣治太郎
臼井玲子
内田美由紀
大島誠之助
川口和清
北村直人
斉藤久美子
實藤憲正
鈴木登
天川九二夫
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美

猪俣治太郎
臼井玲子
内田美由紀
大島誠之助
川口和清
北村直人
斉藤久美子
實藤憲正
鈴木登
天川九二夫
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美

猪俣治太郎
臼井玲子
内田美由紀
大島誠之助
川口和清
北村直人
斉藤久美子
鈴木登
天川九二夫
畠山雅子
花澤公子
福田真由美
山崎いく子
山田広美
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公益団体としての日本愛玩動物協会

　本協会は、昭和54年に公益法人（社団法人）として

設立されました。また、現在は、平成18年の公益法人

改革を受けた公益法人の「公益社団法人 日本愛玩動

物協会（平成22年1月20日付府益担第1043号認定）」と

して公益に資するための事業を行っています。

公益法人制度の改革

　平成18年に、公益法人制度を抜本的に見直すための

法律が制定されました。行政改革推進本部によると、

「民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行

の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するた
め、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を

改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設すると

ともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる
目的とする法人については、民間有識者による委員会

の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設し

た」とされています。

　平成20年3月の通常総会で公益社団法人移行を目指

す旨の決議をするとともに、協会内に理事・監事・評

議員・職員から構成された「新公益法人制度移行検討

委員会」を立ち上げて検討を重ね、平成20年12月に内

閣総理大臣宛に申請書を提出しました。その結果、平

成22年1月20日に内閣総理大臣から公益社団法人とし

て認定を受けました。

「社団法人日本愛玩動物協会」設立当時の趣意書と定款（昭和54年）

設立趣意書

１．はじめに
　昔から、小鳥や小動物のその美しい姿態や鳴声などによって、人間は大きな慰めを得てきました。人間の歴史は、
これら動物とのかかわり合いの歴史と言っても過言ではないでしょう。
　近年の経済成長につれて、国民の生活は向上し、余暇に楽しみを求める傾向が顕著になり、これに伴い愛玩動
物の飼養熱も年々高まって来ています。
　そして、愛玩動物飼養人口も年々増加して来ておりますが、社会が高度化し複雑になればなるほど、これらの
動物によって安らぎの恩恵を得る人が増えてくる一方、無責任な飼養や虐待につながる事例が数多く発生し、動
物の保護及び管理に関し、問題とされる点が数多く見受けられることも否めない現実であります。
　このような現況をふまえ、人と動物が末永く共存する明るく心豊かな社会を築いていくためには、生来動物を
愛している者が中心になり、全国的に動物愛護の第一歩からその適正飼養とともに各般にわたる運動を大きく展
開していくことが是非とも必要となってきております。



36

定　款

第１章　総則
（名称）
第１条　この法人は、社団法人日本愛玩動物協会と称する。

（事務所）
第２条　この法人は、事務所を東京都千代田区に置き、従たる事務所を総会の議決を経て、必要な地に置くことができる。

（目的）
第 ３条　この法人は、動物の愛護と適正な飼養及び管理について、その知識を普及するとともに、研究及び指導を行い、広
く国民の間に動物を愛護する精神を啓蒙し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図り、もって社会文化の発展に寄
与することを目的とする。

（事業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴　動物の保護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）の内容の周知徹底。
⑵　動物愛護週間及び愛鳥週間の事業に対する協力。
⑶　動物の適正な飼養及び保管に関する展示会、講演及び相談会の開催。
⑷　動物の適正な飼養及び保管に関するパンフレット等の刊行。
⑸　動物の適正な飼養及び保管に関する指導者の養成。
⑹　逸走の動物等の保護に対する協力。
⑺　動物の疾病対策の研究及び普及。
⑻　動物の飼養・保管機器等の適正化に関する研究及び指導。
⑼　諸外国の動物愛護団体との交流。
⑽　その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

以下、略

２．動物の保護及び管理に関する法律の施行
　このような我国の現状の中で、その精神及び内容において非常に優れている「動物の保護及び管理に関する法律」
が昭和48年10月に公布され、翌昭和49年4月から施行されたことは、前述の運動を進める大きな契機となったので
あります。
　私達動物を愛している者は、この法律の普及徹底を心から願っており、行政の円滑化のため当局に協力すると
ともに動物の愛護と適正飼養に関する啓蒙・推進の役割の一端を果たしていきたいと考えています。

３．社団法人日本愛玩動物協会設立の企画
　社団法人日本愛玩動物協会は、前述の趣旨のもとに設立しようとするものであり、幸いにして公益法人として
認可が得られれば、所轄官庁より直接指導を受けるとともに、地方公共団体並びに友好団体との連繋はもちろん、
前述の役割を果たすための諸事業を積極的に推進していきたいと考えています。

４．むすび
　ここに私達は、衆知を集めて社団法人日本愛玩動物協会を設立し、「動物の保護及び管理に関する法律」の内容
を広く全国に普及するとともに人間と動物が調和して共存する明るく心豊かな社会確立のために貢献しようとす
るものです。
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定　款
平成22年２月１日施行　　　
平成25年５月24日に一部改正
平成26年５月23日に一部改正
平成27年５月23日に一部改正
平成28年５月28日に一部改正
平成29年６月10日に一部改正
平成30年６月15日に一部改正

第１章　総則
（名称）
第 １条　この法人は、公益社団法人日本愛玩動物協会（以下「本協会」という。英文名Japan Pet Care Association（略称
JPCA)）と称する。

　（事務所）
第２条　本協会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
２　本協会は、総会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第２章　目的及び事業
（目的）
第 ３条　本協会は、動物の愛護と適正な飼養及び管理について、その知識を普及するとともに、広く国民の間に動物を愛護
する精神を啓発し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図り、もって社会文化の発展に寄与することを目的とする。

（事業）
第４条　本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴　動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発事業。
①　国及び地方自治体の事業への協力
②　動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発を行う指導者の養成と教育
③　調査研究及び情報の収集、提供
④　相談会、講習会、講演会、展示会及び研究発表会等の開催
⑤　調査研究活動への助成
⑥　広報誌等図書印刷物の刊行

⑵　その他本協会の目的を達成するために必要な事業。
２　⑴　前項に規定する事業については、日本全国において行うものとする。
　　⑵　前項に規定する事業を行うための組織として、理事会の議決に基づき、各都道府県に支所を置くことができる。
　　⑶ 　前号に規定する支所の事業の一部を代行する団体として、理事会の議決に基づき、連携団体を認定することができる。

当該連携団体の認定に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第３章　会員
（法人の構成員）
第５条　本協会に次の会員を置く。
⑴　正会員　本協会の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体で、本協会の重要事項に関与できる者。
⑵　一般会員　本協会の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体。
⑶　名誉会員　本協会に功労のあった者又は学識経験者で、会長の推薦を受け社員総会で承認された者。

２　前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
３ 　本協会の一般会員及び名誉会員は、本協会の事業及び財政に対する支援・協力者であり、会員の意見及び行動は本協会
を代表するものではない。

（会員の資格の取得）
第６条　正会員として入会しようとする個人又は団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
２ 　前項の入会申込みをした者が、社員総会が別に定める基準を満たした場合、理事会はその入会を承認しなければならない。

公益社団法人日本愛玩動物協会の定款（平成22年～）
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また、会長は、申込者にその旨通知するものとする。
３　一般会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

（経費の負担）
第 ７条　正会員及び一般会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額を支払う。
２ 　本協会は、正会員及び一般会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還
しない。

（任意退会）
第 ８条　正会員及び一般会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

（除名）
第 ９条　正会員及び一般会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該正会員及び一般会
員を除名することができる。
⑴　この定款その他の規則に違反したとき。
⑵　本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶　その他除名すべき正当な事由があるとき。

（会員資格の喪失）
第10条　前２条の場合のほか、正会員及び一般会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴　第７条第１項の支払いを６か月以上履行しなかったとき。
⑵　総正会員が同意したとき。
⑶　当該正会員及び一般会員が死亡し、又は解散したとき。

第４章　社員総会
（構成）
第11条　社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

（権限）
第12条　社員総会は、次の事項について決議する。
⑴　会員の除名。
⑵　理事及び監事の選任又は解任。
⑶　理事及び監事の報酬等の額。
⑷　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認。
⑸　定款の変更。
⑹　解散及び残余財産の処分。
⑺　その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

（開催）
第13条　社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催する。
２　臨時社員総会は、必要に応じて随時招集する。

（招集）
第14条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
２ 　総正会員の議決権の10分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を
示して、社員総会の招集を請求することができる。

３ 　会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通
知を発しなければならない。

４ 　社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の７日前までに通知を
発しなければならない。

（議長）
第15条　社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
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（議決権）
第16条　社員総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（定足数）
第17条　社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）
第 18条　社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数を
もって行う。

２ 　前項の規定にかかわらず、次の特別決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる
多数をもって行う。
⑴　会員の除名。
⑵　監事の解任。
⑶　定款の変更。
⑷　解散。
⑸　その他法令で定められた事項。

３ 　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。
　 　理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の
多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（書面による議決権の行使等）
第 19条　総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人
として議決権の行使を委任することができる。

２ 　書面により議決権を行使する場合には、正会員は、所定の議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直
前の業務時間の終了時までに当該事項を記載した議決権行使書面を本協会に提出して行う。

３　第１項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

（社員総会の決議の省略）
第 20条　理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書
面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

（社員総会への報告の省略）
第 21条　会長が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告する
ことを要しないことにつき、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があ
ったものとみなす。

（議事録）
第 22条　社員総会の議事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条で定めるところにより、議事録を
作成する。

２　議長並びに出席した理事１名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第５章　役員
（役員の設置）
第23条　本協会に、次の役員を置く。
　理事　10名以上20名以内
　監事　２名以上３名以内
２　理事のうち１名を会長、１名を副会長、４名以内を常務理事とする。
３ 　前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法
第91条第１項第２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）
第24条　理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
２　会長及び副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
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３ 　監事は、本協会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。監事の選任に関する議案を社員総会に提出
する場合は、監事の過半数の同意を受けなければならない。

４ 　理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数
の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。

５ 　他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数
の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。

６ 　理事又は監事に変更が生じたときは、２週間以内に、その主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なく、
その旨を行政庁に届け出なければならない。

（理事の職務及び権限）
第25条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
２　会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
３　副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
４　会長、副会長及び常務理事の権限は、理事会の決議を経て定める職務権限規程によるものとする。
５ 　会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に４ヵ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告
しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第26条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
⑴ 　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる。

⑵　理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
⑶ 　理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する
事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。

⑷　前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求する。

（役員の任期）
第27条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
３　補欠として選任された、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
４ 　理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任さ
れた者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第 28条　理事及び監事は、第12条の規定に基づき解任することができる。理事又は監事の解任を決議する場合は、その役員
に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

（報酬等）
第 29条　理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基
準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

２　前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める理事、監事に対する報酬等の支給の基準による。

（役員の損害賠償責任の免除）
第 30条　本協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、
理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除するこ
とができる。

（非業務執行理事等の責任限定契約）
第 31条　本協会は、理事（業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る）又は監事との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
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（名誉会長、相談役及び顧問）
第32条　本協会に、名誉会長２名以内、相談役５名以内及び顧問17名以内を置くことができる。
２ 　名誉会長、相談役及び顧問は、本協会に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選
任する。

３　名誉会長、相談役及び顧問は、理事会において解任することができる。
４　名誉会長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
５ 　名誉会長、相談役及び顧問は、無報酬とする。ただし、会長の命により特別な職務を執行した場合は、その対価として、
社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って報酬を支給することができるとともに、その職務を行うために
要する費用を弁償することができる。

第６章　理事会
（構成）
第33条　本協会に理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）
第34条　理事会は、次の職務を行う。
⑴　本協会の業務執行の決定。
⑵　理事の職務の執行の監督。
⑶　会長及び副会長、常務理事の選定及び解職。

２　理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴　重要な財産の処分及び譲受け。
⑵　多額の借財。
⑶　重要な使用人の選任及び解任。
⑷　従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止。
⑸　本協会の業務の適正を確保するための体制の整備。

（種類及び開催）
第35条　理事会は、定例理事会及び臨時理事会の２種類とする。
２　定例理事会は、毎事業年度４回以上開催する。
３　臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴　会長が必要と認めたとき。
⑵　会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
⑶　第26条第４号の規定により、監事から会長に対し、理事会の招集の請求があったとき。

（招集）
第36条　理事会は、会長が招集する。
２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
３ 　会長は、前条第３項第２号の規定による請求があったときは、その請求があった日から２週間以内に理事会を招集しな
ければならない。

４ 　理事会を招集する者は、理事会の日の１週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時及び場所並びに目的
事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。

５ 　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催するこ
とができる。

（議長）
第 37条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事
会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

（定足数）
第38条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
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（決議）
第39条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２ 　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件をみたしたときは、理事会の決議
があったものとみなす。

（理事会への報告の省略）
第 40条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告
することを要しない。

２　前項の規定は、第25条第５項の規定による報告については、適用しない。

（議事録）
第41条　理事会の議事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき、議事録を作成する。
２　議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　資産及び会計
（事業年度）
第42条　本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第 43条　本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始
の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
３　会長は、第１項に規定する事業計画書及び収支予算書を毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければな
らない。

（事業報告及び決算）
第 44条　本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、
理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第１号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号
までの書類については承認を受けなければならない。
⑴　事業報告。
⑵　事業報告の附属明細書。
⑶　貸借対照表。
⑷　損益計算書（正味財産増減計算書）。
⑸　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書。
⑹　財産目録。

２　会長は、毎事業年度の経過後３ヵ月以内に財産目録等を行政庁に提出しなければならない。
３　本協会は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
４ 　第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主
たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴　監査報告。
⑵　理事及び監事の名簿。
⑶　理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類。
⑷　運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。

（公益目的取得財産残額の算定）
第 45条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該
事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第４項第４号の書類に記載するものとする。

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）
第 46条　本協会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会に
おいて、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その３分の２以上の決議を経なければならない。

２　本協会が重要な財産の処分又は譲受けを行うとする場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。
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（会計の原則）
第47条　本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第８章　定款の変更、合併及び解散等
（定款の変更）
第 48条　この定款は、第48条に規定する公益目的取得財産残額の贈与を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であ
って、総正会員の議決権の３分の２以上の多数による決議により変更することができる。

　 　ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政
庁の認定を受けなければならない。

２　前項の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届けなければならない。

（解散）
第 49条　本協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第１号及び第２号並びに第４号から第７号までに
規定する事由により解散するほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上
の多数による決議により解散することができる。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第 50条　本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益
法人であるときを除く。）には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取
消しの日又は当該合併の日から１ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げ
る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第 51条　本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第９章　公告の方法
（公告の方法）
第52条　本協会の公告は、官報に掲載する方法による。
２ 　本協会の貸借対照表の公告は、第１項にかかわらず、定時社員総会毎にその終結の日後５年を経過する日までの間、継
続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。

第10章　事務局
（事務局）
第53条　本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
２　事務局には、部長及び所要の職員を置く。
３　部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
４　前項以外の職員は、会長が任免する。
５　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章　補則
（委任）
第54条　この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
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自然環境功労者・動物愛護管理功労者の受賞

　本協会は、平成13年に環境大臣から「自然環境功

労者」の表彰を受けました。受賞内容は、「永年にわ

たる動物の愛護と適正な管理の推進に積極的に取り組

み、人と動物の共生の実現に尽力したこと」です。

　環境省では、自然環境の保全に関する顕著な功績が

あった者（又は団体）を表彰し、これを讃えるととも

に、自然環境の保全について国民の認識を深めること

を目的に、平成11年度から毎年度、『「みどりの日」

自然環境功労者環境大臣表彰』を行っています。

　

動物愛護管理功労者の受賞

　本協会の役員関係者が、「動物愛護管理功労者」の

表彰を受けています。受賞者及び受賞内容は、次のと

おりです。

　環境省では、動物の愛護とその適正な管理の推進に

関し、顕著な功績のあった者（団体を含む）に対して、

その功績を讃えるために、平成13年度から環境大臣

が表彰を行っています。

平成17年　尾上多喜男氏
　（社）日本愛玩動物協会の理事長として、動物の愛

護と適正な飼養についての指導を行う者の各都道府県

の組織の設立に中心的な役割を果たすとともに、指導

者の発掘と育成に尽力する等、長年にわたり動物の愛

護と適正な飼養に関し貢献。

平成18年　田中稔隆氏
　動物の愛護と適正な飼養及び管理について、普及啓

発するための指導者の養成として「愛玩動物飼養管理

士」を約５万名輩出するなど日本愛玩動物協会の組織

の充実と財政基盤の確立に貢献。

平成19年 田中傳氏
　約50年にわたり、ペット業界の健全な発展と育成

に貢献。特に神奈川県のペット業者の組織化、日本鳥

獣商組合の設立、（社）日本愛玩動物協会の設立等に

参画し組織の確立と発展に貢献。また、関係行政機関

と連携を図りつつ、家庭動物の適正飼養の普及啓発に

尽力。動物の愛護と適正な飼養及び管理について普及

啓発するための指導者の養成として、「愛玩動物飼養

管理士」の約５万名輩出に貢献。

平成20年 西村尚一氏
　長期にわたりペット業界に従事し、業界の健全な発

展と育成に貢献。特に、大阪府のペット業界の健全な

組織化に尽力。 （社）日本愛玩動物協会の運営等に参

画し、動物愛護管理を推進 する組織の確立と発展に

貢献｡関係行政機関と連携を図りつつ、家庭動物の適

正飼養の普及啓 発に尽力。特に、動物愛護管理の普

及啓発のための指導者として「愛玩動物飼養管理士」

約8.5万人を養成・輩出した功績は極めて大。

平成21年 大矢秀臣氏
　中央環境審議会野生生物部会移入種対策小委員会専

門委員、同部会外来生物対策小委員会専門委員、同審

自然環境功労者表彰状
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議会動物愛護部会臨時委員、同部会ペットフード小委

員会専門委員として、動物愛護管理法の改正、ペット

フード安全法の制定及び外来生物法の制定等に尽力。

動物の愛護と適正な飼養及び管理について普及啓発す

るための指導者である「愛玩動物飼養管理士」約9.4

万人を養成・輩出した功績は大｡長期にわたり(社)日

本愛玩動物協会の役員として、協会の基盤の確立とそ

の後の発展に寄与。

平成22年 経德禮文氏
　（社）ジャパンケネルクラブ理事長及び本協会常任

理事並びに副会長として、長きにわたり本協会並びに

ペット業界の健全な発展と育成に貢献し、また、関係

行政機関と連携を図りつつ、家庭動物の愛護精神の高 

揚と適正飼養の普及啓発に尽力。動物の愛護と適正な

飼養及び管理について普及啓発するための指導者の養

成として、「愛玩動物飼養管理士」約10.2万名を輩出

した功績は極めて大。

令和元年 椎野雅博氏
　平成 12 年から日本愛玩動物協会の会員として、パ

ンフレットの作成・ 頒布、セミナー等の講師、ペッ

トオーナー検定事業の実施等に尽力し、動物の愛護及

び適正な飼養管理に関する知識等普及啓発を行う指導

者の養成と教育を図ってきたこと。緊急災害において、

地方自治体、地方獣医師会などにより構成される現地

動物救護本部が行う被災したペットの救護に関する支

援並びに円滑な救護に関する体制及び基盤の確保を図

るための団体として（一財）ペット災害対策推進協会

が組織されており、この組織設立に向け尽力するとと

もに、現在も評議員として運営に関与。平成５年から

平成19年まで（一財）ペットフード協会の会員として、 

国が、国民各層からペットフードの供給に対する行政

の取組方針の明確化や品質、安全性の確保に対する要

望に応えるために実施した「ペット フード産業実態

調査事業」を受託し、会長として率先して平成13、

平成14年の２年間に渡る調査を実施。
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データで見る日本愛玩動物協会

❶日本愛玩動物協会の主な出来事

和暦年 西暦年 月 主な出来事

昭和 53 1978 11 「日本愛玩動物協会」設立総会開催

54 1979 5 「社団法人日本愛玩動物協会」設立認可（千代田区三崎町）

酒井忠元氏　初代会長就任

10 機関誌『愛玩動物』創刊（A5判、本文16ページ、表紙モノクロ）

56 1981 4 「愛玩動物飼養管理士」の名称決定

6 「愛玩動物飼養管理士認定委員会」設置　

7 「全国ペット写真コンテスト」開始

9 「動物愛護週間中央行事（第1回）」共催開始

11 ２級愛玩動物飼養管理士　開始　

57 1982 3 事務所移転（千代田区飯田橋）

6 河野通敬氏　初代理事長就任　

59 1984 2 大鷹淑子氏　２代会長就任

12 １級愛玩動物飼養管理士 開始

61 1986 2 尾上多喜雄氏　２代理事長就任

12 伊豆大島噴火災害動物への救援物資送付

63 1988 9 愛玩動物飼養管理士会の設立開始

平成 元 1989 2 協会の英名「Japan Pet Care Associaition 」（略称　J.P.C.A）と定める

2 1990 2 認定指定校制度の開始

事務所移転（新宿区新小川町）

8 ２級愛玩動物飼養管理士受講者が1,000名を超える

3 1991 11 雲仙普賢岳噴火被災動物救援義援金送付

4 1992 7 準２級愛玩動物飼養管理士を新設

6 1994 11 事務所移転（新宿区神楽坂3-6近藤ビル2F）

7 1995 1 兵庫県南部地震被災動物救援活動に多数の愛玩動物飼養管理士が活躍

3 「兵庫県南部地震被災動物救援義援金」送付（第１回）

8 1996 8 「緊急災害時動物救援本部」の団体となる

11 1999 2 「市民公開セミナー」開始

3 協会のホームページ開設

「飼育読本シリーズ」発行（「十姉妹の飼い方」「オカメインコの飼い方」）

5 協会シンボルマーク決定

12 2000 10 「犬のオーナーズガイド」「猫のオーナーズガイド」発行

6 田中傳氏　３代理事長就任

12 動物愛護4団体で「三宅島噴火災害動物救援本部」設立

13 2001 4 環境大臣より自然環境功労者の特別賞（動物愛護）を受賞

15 2003 8 事務所の購入・移転（新宿区信濃町8-1）

愛玩動物飼養管理士の新規受講者が10,000名を超える

16 2004 5 小川益男氏　３代会長就任

西村尚一氏　４代理事長就任

「愛玩動物飼養管理士会」を「支部」に改組

「犬と猫の平均寿命と死因の変化」　研究成果報告

17 2005 4 新公益法人会計を導入

5 全国の愛玩動物飼養管理士会の「支部」への移行

「2級愛玩動物飼養管理士教本」の刷新
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和暦年 西暦年 月 主な出来事

平成 19 2007 2 環境省請負委託業務「家庭動物等の飼養および保管に関する基準に係る普及状況調査」

の実施、「動物愛護推進員を養成するための教材マニュアル」「動物愛護推進員などの活

動事例集」の制作

9 パンフレット「人と動物の防災を考えよう」発行

10 「愛玩動物飼養管理士」「図形：犬と猫と鳥」を商標登録（商標権）

「1級愛玩動物飼養管理士教本」の刷新

20 2008 1 「犬の暮らし向き調査」開始（2010年まで）

21 2009 1 「猫の暮らし向き調査」開始（2010年まで）

3 「愛玩動物飼養管理士通信教育視聴覚教材（DVD）」完成

5 機関誌『愛玩動物』の全面的リニューアル

「協会設立30周年記念式典」及び「記念シンポジウム」開催

22 2010 2 公益社団法人へ移行認定

「飼養相談実例集」改訂

4 「調査研究助成事業」開始

「愛玩動物飼養管理士スクーリングの統一スライド資料」作成

23 2011 3 東日本大震災による被災動物の救援活動開始（緊急災害動物救援本部）

24 2012 9 東洋大学寄附講座（ペットツーリズム論）開始

12 東海林克彦氏　４代会長就任

25 2013 愛玩動物飼養管理士認定試験を年２回に拡充

寄附金（会費を含む）の税額控除制度の導入

協会ホームページ内に「支部（支所）ページ」を設ける　

7 「全国ペットツーリズム連絡協議会」発足

9 機関誌が『愛玩動物 with PETs』にリニューアル（全ページカラー、40ページ）

26 2014 会員特典の拡充（ペット用品・書籍購入の割引、宿泊施設の割引ほか）

8 広島市集中豪雨の被災動物支援、現地支部と連携して救援物資の運搬等に支援

11 長野県北部地震の被災動物支援

27 2015 2 「適正飼養推進プロジェクト支援事業」開始

4 地方組織を支部制から支所制に改組（支所または認定連携団体の選択制の導入）

8 「ペットオーナー検定」開始

12 「上級愛玩動物飼養管理士」顕彰プログラム開始

28 2016 1 「愛犬飼育スペシャリスト」開講

29 2017 7 パンフレット「いざというときのために　ペットと被災したら」「被災ペットの救護活

動ガイドライン」発行

30 2018 1 ペット共生住宅適正化推進プロジェクト　開始

「飼い主のマナーハンドブック」

「ペット共生マンションの適正化推進ガイドライン」発行

令和 元 2019 4 全国の支所が「認定連携団体」へ移行

6 「ペット共生住宅管理士」検定制度開始

9 「犬と猫の暮らしの教科書」発行

10 「動物愛護飼養管理士」が環境教育等推進法の人材認定等事業に

2 2020 2 「ペットの飼養管理」発行

「愛玩動物飼養管理士教本（1級、2級）」の刷新
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4年
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平成
6年
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平成
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平成
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個人
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❼愛玩動物飼養管理士養成制度の指定校・採用校　※2020（令和2）年3月現在

学校法人工藤学園　愛犬美容看護専門学校

学校法人穴吹学園　穴吹動物専門学校

学校法人穴吹学園　専門学校穴吹動物看護カレッジ

東京都立園芸高等学校

学校法人Adachi学園 大阪ビジネスカレッジ専門学校

学校法人加計学園　岡山理科大学附属高等学校

学校法人KBC学園　専修学校沖縄ペットワールド専門学校

学校法人河原学園　河原アイペットワールド専門学校

学校法人南京都学園　京都動物専門学校

学校法人HAC国際学園　群馬動物専門学校

学校法人国際総合学園　国際ペットワールド専門学校

学校法人高橋学園　札幌どうぶつ専門学校

群馬県立勢多農林高等学校

学校法人菅原学園　仙台総合ペット専門学校

学校法人中村学園　専門学校ちば愛犬動物フラワー学園

沖縄県立中部農林高等学校

学校法人東京愛犬学園　東京愛犬専門学校

学校法人孔明学園　東北愛犬専門学校

学校法人 Adachi 学園　専門学校 名古屋スクール・オブ・ビジネス

ナンバペット美容学院

学校法人上野学園　広島情報ビジネス専門学校

学校法人爽青会　専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

学校法人宮崎総合学院　宮崎ペットワールド専門学校

学校法人未来学舎　専門学校未来ビジネスカレッジ

学校法人瀧澤学館　MCL盛岡ペットワールド専門学校

横浜トリミングスクール

学校法人吉田学園　吉田学園動物看護専門学校

採用校とは、愛玩動物飼養管理士養成制度を採用している学校のこと。
指定校とは、採用校のうち次の条件を３年以上継続して満たした学校を指す。
①二級愛玩動物飼養管理士認定試験受験者に対する合格者の割合が85％以上
②認定試験合格者が年間35人以上

指定校（27校）

❻２級愛玩動物飼養管理士の新規受講受験者数の推移
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3,350 3,120 3,095 3,3143,156

3,702

6,620

6,235

7,707
7,997

9,014

8,987 9,002

9,837

受講受験者総数
 ( 一般飼い主等+動物専門学校の学生 )

8,637

8,011

8,113 7,909

7,568

8,149 8,236

7,368

7,747

7,507 7,413

7,819

一
般
飼
い
主
等
の
受
講
受
験
者
数

年2回募集の開始
⬇

動物取扱責任者制度の開始
⬇

テレビ報道
⬇

新規広報手段の開始
⬇
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❽「上級愛玩動物飼養管理士」認定登録者数
年度 認定登録者数

和　暦 西　暦
新　規 更　新 総　数

（新規＋更新）期 登録者数（人） 期 登録者数（人）

平成27年度 2015年度 第1期 204 ─ ─ 204

平成28年度 2016年度 第2期     9 ─ ─     9

平成29年度 2017年度 第3期     3 ─ ─     3

平成30年度 2018年度 第4期     3 第1期 116 119

令和元年度 2019年度 第5期     5 第2期     8   13

※3年ごとの更新制度あり

アートグルーミングスクール
神奈川県立相原高等学校
IPCペットカレッジ　岡崎本部校
青森愛犬美容専門学院
学校法人伊藤学園　秋田情報ビジネス専門学校
秋田ペット美容学院
千葉県立旭農業高等学校
群馬県立吾妻中央高等学校
学校法人日本環境科学学院　専門学校アニマルインターカレッジ
愛知県立安城農林高等学校
長崎県立諫早農業高等学校
島根県立出雲農林高等学校
いばらき動物専門学院
エコーペットビジネス総合学院
エンゼルペットアカデミー
千葉県立大網高等学校
岐阜県立大垣養老高等学校
学校法人コミュニケーションアート　大阪ECO動物海洋専門学校
則天学園　大阪動植物海洋専門学校
学校法人立志舎　大阪動物専門学校
学校法人立志舎　大阪動物専門学校　天王寺校
学校法人シモゾノ学園　大宮国際動物専門学校
学校法人貝細学園　専門学校岡山ビジネスカレッジ
学校法人 加計学園　岡山理科大学専門学校
長野県上伊那農業高等学校
岐阜県立加茂農林高等学校
関空ペット総合学院
熊本県立菊池農業高等学校
岐阜県立岐阜農林高等学校
学校法人 Adachi 学園　専門学校 九州スクール・オブ・ビジネス
学校法人昭德学園　九州動物学院
鳥取県立倉吉農業高等学校
愛犬総合学院　グリーンヒルグルーミングスクール
学校法人経専学園　経専北海道どうぶつ専門学校
学校法人日米学院　高知ペットビジネス専門学校
学校法人神戸学園　神戸動植物環境専門学校
学校法人野上学園　神戸ブレーメン動物専門学校
学校法人晃陽学園　晃陽学園高等学校
国際アート&デザイン大学校
学校法人シモゾノ学園　国際動物専門学校
TBC学院 宇都宮二荒校　国際ペット総合専門学校
長野県佐久平総合技術高等学校
学校法人上田煌桜学園　さくら国際高等学校　東京校
愛知県立佐屋高等学校
学校法人村上学園　サンデザイン専門学校
青森県立三本木農業高等学校

奈良県立磯城野高等学校
静岡県立静岡農業高等学校
宮城県柴田農林高等学校
湘央生命科学技術専門学校　応用生物科学科
愛知県立新城高等学校
学校法人スカイ中村学園　スカイ総合ペット専門学校
学校法人滋慶文化学園　仙台ECO動物海洋専門学校
静岡県立田方農業高等学校
学校法人加計学園　千葉科学大学
千葉グルーミングスクール
学校法人中央総合学園　中央動物看護専門学校
学校法人中央工学校　中央動物専門学校
神奈川県立中央農業高等学校
学校法人利幸学園　中部コンピュータ・パティシエ保育専門学校
つくば国際ペット専門学校
TPG富山国際ペットビジネス学院
学校法人滋慶学園　東京コミュニケーション専門学校ECO
学校法人野上学園　東京ブレーメン動物専門学校
学校法人仙都学園　専門学校東北動物看護学院
学校法人三重徳風学園　徳風技能専門学校
滋賀県立長浜農業高等学校
学校法人立志舎　名古屋動物専門学校
ナンバペット美容学院静岡分院
学校法人立志舎　日本動物専門学校
学校法人立志舎　専門学校日本動物21
兵庫県立農業高等学校
大阪府立農芸高等学校
浜松トリミング専門学院
愛知県立半田農業高等学校
学校法人安達学園　専門学校ビジョナリーアーツ
岐阜県立飛騨高山高等学校
学校法人英数学館　広島アニマルケア専門学校
福井ペット&旅行ホテル専門学校
学校法人福岡安達学園　専門学校福岡ビジョナリーアーツ
平成トリミングスクール
学校法人慈慶学園　北海道エコ・動物自然専門学校
学校法人 北海道安達学園　北海道どうぶつ・医療専門学校
学校法人坪内学園　専門学校松江総合ビジネスカレッジ
茨城県立水戸農業高等学校
長野県南安曇農業高等学校
学校法人久保学園　都城高等学校
岩手県立盛岡農業高等学校
ユニバース・グルーミング・スクール
滋賀県立八日市南高等学校
学校法人京都中央学院　YIC京都ペット総合専門学校

採用校（91校）
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❾都道府県別受講受験者数 ※2019（令和元）年度新規受講生（1級・2級）
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10「愛玩動物飼養管理士」資料請求のきっかけ ※2019（令和元）年度受講生
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11「愛玩動物飼養管理士」受講受験の契機となった媒体

本協会の
ホームページ

その他の
ホームページ
やブログなど

いぬのきもち・
ねこのきもち

ペット雑誌 6%

本協会以外のホームページ 1%

テレビ 0%
その他雑誌 0%
新聞 0%

PECO（ペコ） 1%

BrushUP学び 4%

ブログやSNSなど 3%

46％

21％

17％

リーフレットやポスター 1%

※2019（令和元）年度受講生
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12受講受験の動機・目的 ※2017（平成29）年度受験生に対するアンケート結果より
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13 「ペットオーナー検定」受験者数

14 「愛犬飼育スペシャリスト」
申込件数

15 「ペット共生住宅管理士」 
受講者数

年度
受験者数

（オンライン受験は申込者数）
犬 猫 犬猫同時

会場受験

2015（平成27）年度   601   359 128 114

2016（平成28）年度   541   264 99 178

2017（平成29）年度   511   227 108 176

オンライン
受験

2018（平成30）年度   379   152   78 149

2019（令和元）年度   439   191   75 173

計 2471 1193 488 790

年（１月～12月） 件数

2017 1294

2018 1057

2019 1129

合計 3480

試験合格者1923名（2019年12月現在）

申込件数（人）

2019年6月 55

2019年7月 16

2019年8月 4

2019年9月 3

2019年10月 6

2019年11月 6

2019年12月 13

2020年1月 42

2020年2月 6

2020年3月 22

合計 173

試験合格者78名（2020年3月現在）

ｎ＝1,469人
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16認定連携団体

全国各地における
愛玩動物飼養管理士の活動

　本協会の活動範囲は全国に及ぶものですが、本協会

本部による事業活動だけでは活動の対象も限られ、効

果が望みにくい事業もあります。また、グループでの

活動のほうがより効果があることから、都道府県ごと

の愛玩動物飼養管理士資格取得者の活動拠点として、

都道府県単位で「連携団体」を認定し、その活動を支

援しています。各連携団体では、本部の事業計画に基

づくさまざまな活動のほか、その地域に密着した草の

根レベルの普及啓発などの自立的な活動を行っていま

す。

 「認定連携団体」のはじまりは、「都道府県の愛玩動

物飼養管理士会（愛玩動物飼養管理士の資格をもつ地

域の有志会員が協会本部に設立を申請して立ち上げた

組織）」です。その後、会員の増加と活動の活発化、

地域での行政機関とのさらなる連携の必要性が高まっ

たことから、2005（平成17）年度より本協会の地方組

織としての「支部」、2015（平成27）年度より本部所

属の嘱託職員としての支所長を配置した「支所」とい

った変遷を経て、2019（令和元）年度からは、現在の

認定連携団体に至っています。

保育園などで行う
「どうぶつあいご
教室」では、犬や
猫の体の特徴やふ
れあい方、命の大
切さをぬいぐるみ
やパネルシアター
を使い園児に伝え
ます

福岡県

長崎県

宮崎県

鹿児島県

北海道

青森県

秋田県

宮城県

福島県

茨城県

埼玉県

千葉県

滋賀県

大阪府

鳥取県

岡山県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

三重県

愛知県

奈良県

和歌山県

広島県

徳島県

愛媛県

香川県

高知県

沖縄県

群馬県石川県

富山県

福井県

認定連携団体のある都道府県

※2019（平成31）年４月現在
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17管理士会・支部・支所・認定連携団体の事業費
年　度

事業費
和暦 西暦

S62 1987 184,000

S63 1988 226,000

H1 1989 1,317,950

H2 1990 2,969,339

H3 1991 1,874,305

H4 1992 2,631,284

H5 1993 2,282,420

H6 1994 3,140,655

H7 1995 4,924,506

H8 1996 6,697,865

H9 1997 7,663,289

H10 1998 10,567,937

H11 1999 16,999,632

H12 2000 20,178,037

H13 2001 28,051,112

H14 2002 28,231,427

H15 2003 22,530,028

H16 2004 34,087,425

H17 2005 31,318,322

H18 2006 30,422,718

H19 2007 34,911,937

H20 2008 36,108,496

H21 2009 30,001,600

H22 2010 35,060,543

H23 2011 17,355,922

H24 2012 31,439,119

H25 2013 35,619,332

H26 2014 34,515,810

H27 2015 42,042,678

H28 2016 38,580,720

H29 2017 36,028,318

H30 2018 39,590,112 

R1 2019 36,543,826
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

（万円）

1987
（西暦）

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

（東日本大震災に伴う事業削減）2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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成
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＞
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日
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災
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0
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年
度
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6
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0
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3
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4
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5
0
 

1
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2
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0
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5
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1
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引
上
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コ
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よ
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2
7
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黒
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削
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収入合計

自由資金額の推移（使途が特定・制約されない資金≒正味財産額－固定資産額）
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年
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年
度

昭
和
59
年
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度

昭
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度
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５
年
度

平
成
６
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８
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９
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度

平
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平
成
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年
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平
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平
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平
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年
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平
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年
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年
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年
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年
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平
成
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度
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年
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年
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専門学校での
普及事業の開始

マスコミ等で
の認知向上

会館の取得

動物取扱責任者
制度との連携

事業の拡充プロ
ジェクトの開始



58

ジャパン・ケンネル・クラブ賞
「愛犬ダンとリュウ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「手に乗るケンとメリー」

全日本写真材料商組合連合会賞
「全員集合」

日本ペットフード工業会賞
「私のマスコット」

ペット大賞
「ねえ、あそびましょうよ！」

ジャパンケンネルクラブ賞
「もう動けない」

日本愛玩動物協会賞
「ピー子」

ペット大賞
「大好きな公園で」

ペットフード工業会賞
「私も抱いて」

日本動物園水族館協会賞
「仲よく転んだね」

世界野生生物基金日本委員会賞
「迷カメラマン」

ペット大賞
「私のペット」

全日本写真材料商組合連合会賞
「私とモーゼ」

全日本写真材料商組合連合会賞
「ああ、うるさいにゃあん！」

日本愛玩動物協会賞
「ともだち」

第１回
昭和56年度

第2回
昭和57年度

第3回
昭和58年度

Start !
1981（昭和56）年度にスタートし、2019（令和元）年度までに
計39回開催された「全国ペット写真コンテスト」。
これまでの受賞作のなかから、上位入賞した全作品を掲載します。

全国ペット写真
コンテスト

上位入賞作品全掲載

写真で見る40年の移り変わり
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ジャパンケンネルクラブ賞
「愛犬」

ペット大賞
「朝の散歩」

ペットフード工業会賞
「ヒローと仲間達」

第4回
昭和59年度

日本愛玩動物協会賞
「老人のともだち」

ペットフード工業会賞
「チーコとわたし」

第5回
昭和60年度

ジャパンケンネルクラブ賞
「愛犬と老人」

ペット大賞
「畑仕事」

日本愛玩動物協会賞
「仲よし」

ペット大賞
「マイファミリー」

第6回
昭和61年度

ジャパンケンネルクラブ賞
「ラブちゃんだあいすき」

ペットフード工業会賞
「幼い好奇心」

第7回
昭和62年度

ジャパンケンネルクラブ賞
「彼岸の出会い」　

ペットフード工業会賞
「チッチと万里絵」

日本愛玩動物協会賞
「かめさん、いつまでひるね？」

ペット大賞
「遊ぼうよ！」
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ジャパンケンネルクラブ賞
「仲よし」

ペットフード工業会賞
「仲間入り」

ペット大賞
「お昼寝も一緒」

ジャパンケンネルクラブ賞
「ビビは友達」

ペットフード工業会賞
「お気にいり」

ペット大賞
「鳩と少女」

日本鳥獣商組合連合会賞
「にわとりと少女」

日本愛玩動物協会賞
「帰り道」

第9回
平成元年度

日本愛玩動物協会賞
「かわいい目」

日本鳥獣商組合連合会賞
「勉強中」

ジャパンケンネルクラブ賞
「おんなじ顔だーい」

ペット大賞
「ビビは生きがい」

ペットフード工業会賞
「ハイ、ポーズ」

ペット大賞
「不思議だなぁ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「カルガモ一家と遊ぶ」

日本愛玩動物協会賞
「海開きの日」

第10回
平成２年度

第11回
平成３年度

第8回
昭和63年度



61

ペットフード工業会賞
「仲良し」

ジャパンケンネルクラブ賞
「さあ、みんなでごあいさつしましょ！」

ペットフード工業会賞
「ピーコのご挨拶」

ペット大賞
「かわいい！」

ジャパンケンネルクラブ賞
「ごあいさつ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「仲よし」

日本愛玩動物協会賞
「走れ、レオ！」

ペット大賞
「若葉のころ」

ジャパンケンネルクラブ賞
「愛犬と遊ぶ子供たち」

ペットフード工業会賞
「信頼」

日本鳥獣商組合連合会賞
「私のペット可愛いでしょう」

日本愛玩動物協会賞
「休日の親子」

第12回
平成４年度

第13回
平成5年度

日本鳥獣商組合連合会賞
「重いね！」

日本愛玩動物協会賞
「なかよし」

ジャパンケンネルクラブ賞
「早くちょうだい！」

ペット大賞
「水面散歩」

第14回
平成6年度

ペットフード工業会賞
「ごっつんこ」



62

日本鳥獣商組合連合会賞
「語らい」

日本愛玩動物協会賞
「ふれあい」

日本愛玩動物協会賞
「僕の亀さん」

ジャパンケンネルクラブ賞
「一家団欒」

ペットフード工業会賞
「あそぼうよ」

ペット大賞
「どっちがどっち」

日本鳥獣商組合連合会賞
「マイフレンド」

日本愛玩動物協会賞
「涼しくしてあげる」

ジャパンケンネルクラブ賞
「早くちょうだいワン」

ペットフード工業会賞
「休日」

第15回
平成7年度

第16回
平成8年度

第17回
平成9年度

ジャパンケンネルクラブ賞
「わたしの宝物」

ペット大賞
「なかよし」

ペットフード工業会賞
「寄りそい」

ペット大賞
「ねェねェ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「ほおずりしましょう」

日本鳥獣商組合連合会賞
「芽生える友情」

日本愛玩動物協会賞
「沢山たべてネ」
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ジャパンケンネルクラブ賞
「いっしょに食べよ」

ペット大賞
「ふれあい」

第18回
平成10年度

ペットフード工業会賞
「大好き！」

ペット大賞
「ネンネしてるかナー」

日本鳥獣商組合連合会賞
「かわいいね」

日本愛玩動物協会賞
「なかよし」

ペットフード工業会賞
「散歩」

ペット大賞
「３人なかよし」

日本鳥獣商組合連合会賞
「仲良し」

日本愛玩動物協会賞
「わたしもママになるのよ」

第19回
平成11年度

ジャパンケンネルクラブ賞
「かけっこ」

ジャパンケネルクラブ賞
「楽しい散歩」

ペットフード工業会賞
「親友」

ペット大賞
「ハイ！ こっちむいて」

第20回
平成12年度

日本鳥獣商組合連合会賞
「仲良し」

日本愛玩動物協会賞
「オメメかわいいネ」

第21回
平成13年度
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ジャパンケネルクラブ賞
「雪菜の里のひととき」

ペットフード工業会賞
「やすらぎの昼下がり」

ペット大賞
「初めてのだっこ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「熱もふっとび笑顔」

日本愛玩動物協会賞
「おいで、おいで」

ペットフード工業会賞
「好日」

ペット大賞
「あーん、どお見える ・・」

日本鳥獣商組合連合会賞
「安らぐ一時」

日本愛玩動物協会賞
「仲良し」

ペットフード工業会賞
「仲良くしようね！」

ジャパンケネルクラブ賞
「だーいすき」

ペットフード工業会賞
「幸せだね！」

日本鳥獣商組合連合会賞
「いつも仲良し」

日本愛玩動物協会賞
「仲よし」

第22回
平成14年度

第23回
平成15年度

第24回
平成16年度

ジャパンケネルクラブ賞
「いつも一緒」

ジャパンケネルクラブ賞
「温もり」

ペット大賞
「がんばって」
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日本愛玩動物協会賞
「一杯どうぞ！」

名誉会長賞
「どっちがペット」

日本鳥獣商組合連合会賞
「これはなぁに？」

ペット大賞
「屋根まで飛んだ？」

第25回
平成17年度

ジャパンケネルクラブ賞
「優しい時間」

ペットフード工業会賞
「お父さんはやくぅ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「俺たち似てる？」

日本愛玩動物協会賞
「今日は道のど真ん中で」

名誉会長賞
「かくれんぼ」

ペット大賞
「家族の絆」

第26回
平成18年度

ジャパンケネルクラブ賞
「雪のお散歩」

ペットフード工業会賞
「夏の日」

日本鳥獣商組合連合会賞
「肩ぐるま」

日本愛玩動物協会賞
「さあ～ゆりかごよ！」

ペット大賞
「ハプニング」

名誉会長賞
「ね～、僕にも見せてよ！」

第27回
平成19年度

ジャパンケネルクラブ賞
「きずな」
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ペットフード工業会賞
「母のパートナー」

日本鳥獣商組合連合会賞
「華麗なステップ」 日本愛玩動物協会賞

「お花の前で」
名誉会長賞
「店番」

ジャパンケネルクラブ賞
「待て、待て！」

ペット大賞
「海岸通り」

第28回
平成20年度

ペットフード工業会賞
「この水、美味しいかなぁ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「おいしいですか！」

ジャパンケネルクラブ賞
「幸せの時」

ペット大賞
「お散歩、駆けっこ楽しいね」

大鷹淑子名誉会長賞
「愛情」

ペット大賞
「仲よく合唱」

名誉会長賞
「あそぼうよ」

日本愛玩動物協会賞
「家族」

ペットフード協会賞
「お気にいりの場所」

日本鳥獣商組合連合会賞
「もうさむくないよ」

日本愛玩動物協会賞
「今日のニュースは何かな？」

第29回
平成21年度

第30回
平成22年度
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ジャパンケネルクラブ賞
「初顔合わせ」

大鷹淑子名誉会長賞
「散歩」

ジャパンケネルクラブ賞
「新しい家族」

ペットフード協会賞
「仲良しコンビ」

日本鳥獣商組合連合会賞
「昼下り」

ペットフード協会賞
「祭りの日」

日本鳥獣商組合連合会賞
「ねこと一緒に一休み」

日本愛玩動物協会賞
「お気に入りの場所」

ペット大賞
「母恋し」

第31回
平成23年度

大鷹淑子名誉会長賞
「あそぼ～」

日本愛玩動物協会賞
「仲良し」

第32回
平成24年度

ジャパンケネルクラブ賞
「ずっと一緒だよ」

ペット大賞
「きゃ～ くすぐったい」

ペットフード協会賞
「どちらも三兄弟」

日本鳥獣商組合連合会賞
「可愛い相棒」

日本愛玩動物協会賞
「帽子はヤダよ」

大鷹淑子名誉会長賞
「初めての雪だるま」

（画面はBS朝日「BBC地球伝説」）
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ペットフード協会賞
「よしよ～し」

ペット大賞
「ここが好き」

ジャパンケネルクラブ賞
「おじいちゃんのお友達」

ペットフード協会賞
「ハイ チーズ！」

日本鳥獣商組合連合会賞
「あそぼ～」

日本愛玩動物協会賞
「うとうと」

日本鳥獣商組合連合会賞
「HELLO！」

大鷹淑子名誉会長賞
「あのね…内緒だよ」

ペット大賞
「おばあちゃんの宝物」

第33回
平成25年度

第34回
平成26年度

ジャパンケネルクラブ賞
「初めての乗車」

日本愛玩動物協会賞
「同じ景色」

大鷹淑子名誉会長賞
「ぼくの指定席」

ペットフード協会賞
「至福の時」

第35回
平成27年度

日本愛玩動物協会賞
「いつも一緒だよ」

ジャパンケネルクラブ賞
「二人五脚」

ペット大賞
「ゆっくり歩こ」
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ジャパンケネルクラブ賞
「犬が取り持つ国際交流」

ペットフード協会賞
「集う」

日本愛玩動物協会賞
「浜辺の語らい」

ジャパンケネルクラブ賞
「夏の思い出」

ペット大賞
「いっしょにあそぼ」

ペットフード協会賞
「内緒話」

日本愛玩動物協会賞
「おいしいょ～」

ペットフード協会賞
「仲よし家族」

ペット大賞
「笑顔の散歩道」

日本愛玩動物協会賞
「仲良く順番に」  

ペット大賞
「ハナ、今までありがとう！」

ペットフード協会賞
「ボクたちもお友達だよ!!」

第36回
平成28年度

第37回
平成29年度

第38回
平成30年度

第39回
令和元年

ペット大賞
「仲よし」

ジャパンケネルクラブ賞
「散歩のお供」

ジャパンケネルクラブ賞
「相棒」

日本愛玩動物協会賞
「愛猫四代目そぼろ君」
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※この記事は機関誌「愛玩動物with PETs」2020年３月号特集を再構成したものです。　

写真と図表で見る

「適正飼養」の風景

昭和、平成、令和の時代の流れのなかで、日

本人の生活や価値観は大きく変わりました。

私たちとともに歩んできたペットも、ブーム

のたびに盛りを迎える一方で、これまでには

ない新たな問題に直面しています。この特集

では、ペットの飼養方法やペットを取り巻く

社会情勢がどのように変わってきたのかをみ

ていきたいと思います。

参考資料

自然のなかで暮ら
す

（写真：山内晴也／アフロ）

農村で犬を抱く少女
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（写真：旭化成ホームズ株式会社）

ペット共生賃貸住宅で暮らす

高齢化する社会

都市で暮らす
猫

犬猫以外のペット
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犬小屋のある風景
庭などに日曜大工で犬小屋をつくり、鎖でつな
いで飼うのが昭和の典型的な飼育スタイル。
時代ごとに人気の犬種もいましたが、圧倒的
に雑種が多く、どこかの家で生まれた子犬を
もらってくるか、捨て犬を拾ってくるのが一般的
でした（写真：毎日新聞社／アフロ）

超小型犬～大型犬まで、総じて犬の平均寿命は延びています。
犬にかかる生涯必要経費は約180万円という調査結果もあり
ます。中型・大型犬よりも超小型・小型犬のほうが生涯経費
が多いことからも、それだけ寿命が長いことが読み取れます

ペットの飼い方・暮らし方

犬のいる暮らし
社会環境やライフスタイルの
変化によって大きく様変わり

　日本人と犬のつきあいの歴史は縄文時代にまで遡りますが、
明治時代に各府県単位で「畜犬規制」が定められたことで、「飼
い犬」という認識が明確になったといわれています。
　1950年代半ばからの高度成長期には、「庭付き一戸建て」の
マイホームで、犬小屋を建てて犬を飼うことが人々の憧れでし
た。豊かな暮らしの象徴として「座敷犬」と呼ばれる小型室内
犬の人気が高まり、1980年代のバブル景気にも一大ペットブー
ムが巻き起こりました。
 「庭がないと犬は飼えない」と考えられていた時代もありまし
たが、都市部などで集合住宅が増加すると室内飼育が広く浸透
しました。また、同じ空間で暮らすことで、より身近な存在に
なって絆が一気に深まり､犬はかわいがられるだけの「ペット」
から、ともに暮らす「家族の一員」になりました。
　このように、犬のいる暮らしは、人の社会環境やライフスタ
イルの変化の影響を受けて大きく様変わりしています。

犬の平均寿命と生涯経費

犬全体 超小型 小型
中型・
大型

平均
寿命

14.29歳 15.01歳 13.91歳 13.36歳

生涯
必要
経費

1,793,005
円

2,004,449
円

1,745,551
円

1,483,482
円　　

出典： 一般社団法人ペットフード協会「平成30年全国犬猫飼育実
態調査」より

大型犬も室内飼育
マンションだけでなく、庭のある一軒家にも室
内飼育が浸透し、大型犬も室内で暮らすケー
スが増えています。室内で一緒に過ごすことで、
物理的にも心理的にも距離感がぐっと縮まり
ました
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ドラマや映画、漫画、テレビCMなど、メディアの影響を大きく受けて、何度も犬種ブームが起こりました。また、かつてはコリー
やジャーマン・シェパードなど中・大型犬が人気でしたが、室内飼育の普及によってトイ・プードルやチワワなど小型犬が増加しました

人気犬種の推移　

年代 犬種 人気の理由 日本の世相

1950年代
後半

ジャーマン・シェパード
1956年、シェパードが登場するアメリカのテレビドラマ
『リンチンチン』が日本のテレビで放映。

・ 戦後の混乱からようやく立ち直り
始めた時代。1955年ごろから高度
経済成長が始まる。

・ 1953年にテレビの本放送が始まり
街頭テレビが人気に。

・ 洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビが家
電の「三種の神器」と呼ばれ、生
活は便利になっていった。

コリー
1957年、コリーが活躍するアメリカのテレビドラマ『名
犬ラッシー』が日本のテレビで放映。

日本スピッツ

1957年～1959年にかけて、少女漫画雑誌「なかよし」（講
談社）にて、少女とスピッツを主人公にした『ペスよおを
ふれ』が連載され、のちにラジオドラマにもなった。白く
てふわふわの愛くるしい容姿に加えて、よく吠えるので、
番犬としても重宝された。

アメリカン・コッカー・
スパニエル

1956年にディズニー映画『わんわん物語』が日本公開。
主人公のモデルがアメリカン・コッカー・スパニエルだっ
たことから注目が集まった。

1960年代～
1970年代

ビーグル

1950年から始まったアメリカの漫画『Peanuts』に登場
するスヌーピーは、オスのビーグルがモデル。日本では、
1967年に翻訳本が刊行され、1968年にサンリオがキャ
ラクター商品の製造・販売を開始して人気となった。

・ 1964年に東京オリンピック開催。
オリンピック景気に湧く。

・1964年に東海道新幹線開通。
・1970年に大阪万博開催。
・ 1965年～1970年のいざなぎ景気で
日本経済は成長を続けたが、1973
年に第一次オイルショックが起こる。

マルチーズ、ポメラニアン、
ヨークシャー・テリア

室内でも飼える小型犬が人気に。マル、ポメ、ヨーキーは
「座敷犬御三家」と呼ばれ、人気は1980年代まで続いた。

1980年代～
1990年代
前半

シェットランド・
シープドッグ

1979年、名犬ラッシーの映画版『ラッシー』が日本公開。住
宅事情で大型のコリーを飼うのは難しかったので、容姿が似
ていてコリーよりも小型なシェルティに人気が集まった。 ・ 高度経済成長以降も日本経済は安

定成長期に突入。
・ 株や土地が高騰し、1986年～
1991年までバブル景気となる。「億
ション」と呼ばれる高級マンショ
ンの建設ラッシュとなった。

・ 1989年1月7日より「平成」がス
タート。

シベリアン・ハスキー

1987年～1993年にかけて少女漫画雑誌「花とゆめ」（白
泉社）に掲載された『動物のお医者さん』に登場するハス
キー犬・チョビの影響で人気が高まり、一大ハスキーブー
ムが巻き起こった。

ゴールデン・レトリーバー、
ラブラドール・
レトリーバー

バブル景気のころは大型犬を飼うことがステイタスの一つ
になった。「盲導犬」などにも用いられているので「賢い」
イメージがあり、人なつこくてしつけがしやすいゴールデ
ンやラブが大人気に。

1990年代
後半～

ミニチュア・
ダックスフンド

胴長短足の容姿、色や形質にバリエーションがあるミニチ
ュア・ダックスが人気に。JKCの犬種別犬籍登録数は、
90年代後半から2007年までダックスフンド（ミニチュ
ア、カニンヘン、スタンダード）がトップだった。

・ 1991年、バブル崩壊。会社の倒産
が相次ぎ、日本経済は停滞。1990
年代は「失われた10年」と呼ばれる。

・1995年、阪神・淡路大震災発生。
・インターネットや携帯電話が普及。

2000年代
前半～現在

チワワ
2002年、消費者金融のCMに登場したチワワが人気者と
なり、一大ブームが起こる。

・ 経済不況が長らく続いたが、2012
年、アベノミクスによる景気回復。

・ 暮らしのIT化が進み、スマートフォ
ンが急速に普及する。

・ 2011年東日本大震災、2016年熊
本地震発生。大規模災害が相次ぐ。

・ 2019年5月1日より「令和」がス
タート。

トイ・プードル

2000年代前半から「テディベアカット」がブームとなり、
トイ・プードルの人気が高まる。JKCの犬種別犬籍登録数
は、2008年以降、プードル（トイ、ミニチュア、ミディ
アム、スタンダード含む）が不動の１位となっている。ト
イ・プードル、チワワ、ミニチュア・ダックスフンドが「平
成の新御三家」となる。

ジャーマン・シェパード コリー 日本スピッツ

「座敷犬御三家」と呼ばれ
たのが、左からマルチー
ズ、ポメラニアン、ヨー
クシャー・テリア

「平成の新御三家」とも呼
ばれるのが、左からミニ
チュア・ダックスフンド、
チワワ、トイ・プードル

ゴールデン・
レトリーバー

シベリアン・
ハスキー
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犬が社会の一員になるために
求められる飼い主のモラル

　牧畜犬、狩猟犬など、「働く犬」は古くから活躍し
てきました。警察犬、災害救助犬や麻薬探知犬をはじ
め、近年では優れた嗅覚を活かしたさまざまな「探知
犬」が登場しています。
　盲導犬、介助犬、聴導犬は、障がいをもつ人々の暮
らしを支えています。2002年に「身体障害者補助犬法」
が整備され、交通機関や飲食店、宿泊施設などでの同
伴受け入れを義務づけていますが、盲導犬はトレーニ
ングを受け、ユーザーがきちんと犬の衛生と行動を管
理しているにもかかわらず、「犬である」ことを理由
にした受け入れ拒否は今も後を絶ちません。
　その背景には、「吠えてうるさい」「怖い」「臭い」
といった犬のマイナスイメージがあります。そのイメ
ージをつくったのは飼い主です。家では家族の一員で
も、苦手な人にとっては知らない犬です。しつけをし
っかり行い、飼い主がマナーやモラルを守って「社会
の一員」として受け入れられることが、人と犬が幸せ
に暮らす社会づくりにつながるのです。

飼い主のマナーをみてみると、フンを「ほとんど持ち帰らない」は０％で、
フンを持ち帰ることは飼い主の常識になっています。尿についても、水で
洗い流すが約６割と浸透しつつあります

出典：東京都における「犬猫の飼育実態調査」（平成29年度）より

出典：東京都における「犬猫の飼育実態調査」（平成29年度）より

犬に関する迷惑だと感じる内容

散歩時のフン・尿処理

0

20

40

60

80
（%） 76.5

46.2
41.4

12.4
22.3

7.6
0.6

フン 尿 鳴き声 悪臭 放し飼い その他 無回答

フン処理 尿処理

必ず持ち帰る
93.7％

水で洗い流す
等する
59.9％

何もしない
26.6%

無回答
6.0%

その他 7.5%ほとんど持ち帰らない
0%

無回答
0%

その他
4.8%

場所により
持ち帰る
1.5%

散歩中のオシッコの処理法
かつては、犬が片足を上げて電信柱にオシッコをしているのは当たり前の
風景でしたが、今はなるべく外ではさせないようにしたり、外でしてしまった
ときには水で流すのがマナー。しかし、少量の水では流しきれないなどの
理由から、外でさせるときでもペットシーツの上でオシッコをさせることが理
想的です

犬のしつけ
犬のしつけは適正飼養のため
にも不可欠です。以前は好ま
しくない行動を犬がしたら罰
を与えるしつけが行われていま
したが、現在ではほめること
によって好ましい行動に導くし
つけ方法が主流。飼い主が
愛犬とともに学ぶ「しつけ方
教室」も増えています

盲導犬
身体障害者補助犬のなかで最も実働数が多い盲導犬。国産第一号は
1957年に誕生しました。盲導犬の希望者は全国に約3,000人といわれて
いますが、実働数は1,000頭にも満たず、慢性的な頭数不足が続いていま
す（写真提供：公益財団法人日本盲導犬協会）
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猫のいる暮らし
外出自由から完全室内飼育へ

　かつては、家の内外を自由に出入りし、猫が外を闊歩してい
る姿はごく当たり前の風景でした。しかし、住宅が密集してく
ると、「猫が庭で排せつをした」「ゴミを荒らす」などの近隣ト
ラブルが多発。また、交通事故や感染症で命を落とす猫もたく
さんいました。そうしたことから、外に出さない完全室内飼育
が推奨されて定着し、同時に不妊・去勢手術も普及しました。
　室内でともに過ごす時間が増えたことは、愛らしいしぐさや
行動などさまざまな魅力を再認識するきっかけにもなりまし
た。もちろん、猫も今や「家族の一員」。犬のように吠えない
ので集合住宅でも飼いやすい、日中家を空けていてもほとんど
寝ているので留守番させやすい、散歩やしつけなどの手間がか
からないなどの理由から、自分のライフスタイルに照らし合わ
せて、「猫との暮らし」を選ぶ人は増えています。犬の飼育頭
数の減少も相まって、2016年には猫の飼育頭数が犬の頭数を上
回りました。

室内飼育によって交通事故や感染症のリスクが減ったことや、
フードの質・獣医療の向上などによって猫の寿命は延びました。
完全室内飼育では約16歳で、外に出る猫と比較すると寿命に
２歳以上の開きがあります。キャットフード代や医療費などの
生涯必要経費は約112万円という調査結果もあり、こちらも
寿命が延びたぶん年々増加傾向にあります

猫の平均寿命と生涯必要経費

猫全体 外に出ない 外に出る

平均寿命 15.32歳 15.97歳 13.63歳

生涯
必要経費

1,121,526
円

1,081,702
円

1,223,802
円

出典： 一般社団法人ペットフード協会「平成30年全国犬猫飼育実
態調査」より

猫の食事
昔の猫の食事は人の残り物や
ご飯にカツオ節をかけた「ね
こまんま」が一般的。不足分
は屋外でスズメやネズミを捕
まえて、栄養を補っていました

出入り自由な暮らし
猫といえば、こたつの中で丸くなっていた
り、縁側でひなたぼっこをしたりしている
姿を思い浮かべる人も多いかもしれませ
ん。犬は庭の犬小屋に鎖でつながれてい
ましたが、猫は昔から家の中と外、自由
な出入りが許されていました（写真：アフロ）
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犬・猫の飼育頭数の推移

完全室内飼育
完全室内飼育では安全に過ごせますが、
そのぶん刺激不足になりがちです。室
内でも猫の本来の行動や基本的なニー
ズを満たせる環境づくりが大切です。
猫が好む上下運動ができるキャットタワ
ーは定番となり、狩猟本能を満たす各
種オモチャも販売されています

猫よけペットボトル
1980年代に一世を風靡し
た「猫よけペットボトル」。
水の入ったペットボトルにキ
ラキラ反射する光を嫌がっ
て猫が寄りつかなくなると
いわれ、街のあちらこちら
でこんな光景が見られまし
たが、効果のほどは……!?

猫カフェ
2004年に猫と触れあえる「猫
カフェ」が国内初登場。猫を飼
えない人たちの癒やしの場とし
てまたたく間に人気のスポット
になりました。インターネット上
にはかわいくておもしろい猫の
動画や写真があふれ、2010年
代半ばごろから「猫ブーム」と
いわれるようになりました

出典：一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」より

（万頭）
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約40年前はわずか１割程度だった猫の不妊・去勢手術の施術率は、啓発
活動が進み、現在では８割を越えています。みだりな繁殖を防ぐことは、
室内で猫と人の双方が快適に暮らすためにも大切です。繁殖予定のない
猫に不妊・去勢手術を行うことは常識になりつつあります

猫の不妊・去勢手術の実施率の推移地域猫、多頭飼育崩壊……
猫をめぐる近隣問題
　飼い主のいない野良猫問題は、今も昔も愛猫家の頭
を悩ます代表的な近隣トラブルの一つです。その緩和
手段として、1999年ごろに官民協働で「地域猫活動」
が横浜市磯子区などで始まりました。地域の理解を得
て、エサの食べ残しやフン尿の管理をしながら飼い主
のいない猫の世話をするこの取り組みは、今や全国に
広がりました。
　一方、近年では、世話しきれないほどの頭数を室内
飼育した結果、立ちゆかなくなってゴミ屋敷化し、悪
臭などで近隣トラブルに発展する「多頭飼育崩壊」が
クローズアップされています。かわいそうだからと
次々に猫を保護したり、不妊・去勢手術をしないため
にどんどん子猫が生まれたりしているケースがほとん
どです。室内のために第三者の目が届きにくく、近所
づきあいが希薄な現代を映すペットの新たな社会問題
といえるかもしれません。

出典：環境省「犬猫の不妊去勢の義務化について」より

地域猫
捕獲して不妊・去勢手術を施し、元の場
所に戻して一代限りの生を全うさせる「Ｔ
ＮＲ」や「ＴＮＡ」も各地に根づいた活動
となっています。かつては街のあちらこちら
に野良猫がいましたが、都市部ではだんだ
ん見かけなくなってきました（写真：アフロ）

多頭飼育崩壊
頭数が増えすぎて面倒をみきれなくなり、
飼い主の生活も破綻する多頭飼育崩壊。
猫の心身の健康が保たれない状態で飼育
することは、動物虐待に該当します。高齢
の飼い主で発生することが多く、福祉や
医療のサポートが必要な場合もあります
（写真提供：かつしかわんにゃんくらぶ）
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高齢化
「ペットをなでていると心拍数や血圧が安定す
る」「ペットを飼っている人は飼っていない人に
比べて通院回数が少なく、医療費も少ない」
など、ペット飼育の効用も報告されています。
ペットの世話をすることで生活のリズムが整い、
高齢者の生きがいにもつながります

近年、犬は14歳台、猫は15歳台で横ばい状態ですが、犬・猫
ともに寿命は延びました。猫では20年生きることも珍しくあり
ません

人とペットの高齢化
ペットを長寿に導く
「大切な家族」という想い

　ひと昔前に比べると、犬や猫の寿命は飛躍的に延びました。
1980年代までは犬や猫の平均寿命は５～７歳くらいと考えられ
ていましたが、2018年のデータでは犬は14.3歳、猫は15.3歳とい
われています（図５）。犬や猫が長寿になった背景には、ペッ
トフードの普及、感染症予防の浸透、獣医療の発展、室内飼育
の普及などがありますが、その根幹にあるのは犬や猫の家族化
です。大切な家族の一員だから少しでも長生きしてもらいたい
という想いから、ペットの健康に気を配るようになったことが
最大の要因といえます。
　こうして犬や猫の寿命は延びましたが、その一方で高齢に伴
う病気、認知症、介護、延命治療など新たな問題に向き合うこ
とになりました。また、一緒に過ごせる歳月が長くなったぶん、
看取ったあとのペットロスによる悲しみが深刻になることもあ
ります。

犬・猫の平均寿命の推移

2018年の平均寿命は男性81.25歳、女性87.32歳でまだま
だ延び続けています。「人生100年時代」といわれるようにな
りましたが、2050年には女性の平均寿命が90歳を越えると
推測されています

人の平均寿命の推移

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2018
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（年）

※ 一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」よ
り。2010年以降のデータから作成

※ 厚生労働省の「令和元年高齢社会白書」より。2018年のデー
タを加筆して作成
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ペットと入れる介護施設
サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームでは、ペットと一
緒に入居できる施設が少しずつ登場し、今後ますます増える
ことが予想されます。特別養護老人ホームでもペットとの入
所を認めている施設があります

ペット葬儀
ペットを弔うことは、死を受け入れるための大切なプロセスの
ひとつ。近年では、火葬や納骨だけでなく、ペットの葬儀など
のセレモニーを行うケースも増えており、人の葬儀に近い形に
なってきています（撮影協力：どうぶつセレモニーおおぞら）

老犬・老猫ホーム
高齢犬・高齢猫を預かり、飼い主に代わって介護を行う、
老犬・老猫ホームというサービスの需要が高まっていま
す。飼い主が世話を続けることが困難になった場合は、
引き取って、「一生預かり」サービスを行う施設もありま
す（撮影協力：ワンコット）

高齢者を取り巻くペット問題

　愛犬・愛猫と15～20年も一緒に暮らせることはとても幸せな
ことですが、飼い主もともに年を重ねていきます。
　高齢者のペット飼育にはさまざまな効用がある一方で、高齢
者介護の現場では「ペットを残して飼い主が亡くなった」「ペ
ットがいるから介護施設に入所できない」「認知症でペットの
世話が十分にできていない」などの問題も報告されています。
そうした状況から、動物愛護管理センターでは、「60歳以下（あ
るいは65歳以下）」という譲渡の条件を設けているところもあ
ります。60代で子犬・子猫を迎えたとしたら、看取るときには
70代半ばから80代。飼い主とペットの「老老介護」になるケー
スもあり、飼い主として終生飼養ができるのかどうか、慎重に
検討する必要があります。
　近年では、ペットと一緒に入居できる老人ホームや、残され
た犬や猫に飼育費用を残すための信託制度、老犬・老猫ホーム
など、ペットと飼い主の高齢化をサポートする新しいサービス
も登場しています。
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エキゾチックペット
ブームの影響で規制対象となる動物も

　ペットとして飼育される犬猫以外の小動物は、総称して「エ
キゾチックペット」と呼ばれます。ウサギやセキセイインコな
どのおなじみの動物たちもその一種です。
　エキゾチックペットは、外見のかわいらしさや珍しさ、SNS
映えなども加わって人気となっていますが、そのすべてが外来
生物であるため、飼ってはいけないもの、法規制こそないもの
の飼わないほうがよいものが少なくありません。迎えるにあた
っては温度管理などの環境づくりの難しさ、必ずしも慣れる個
体ばかりではないこと、また診察してもらえる動物病院の少な
さなども十分に考慮しなくてはなりません。
　飼いきれずに遺棄するようなことがあれば、生態系の破壊や
農作物への被害につながるおそれがあります。また、密輸が横
行するなどして、海外の生態系に悪影響を及ぼすこともあっては
ならないことです。

哺乳類（頭・匹）

315,530

有袋目 貧歯目 食虫目 ツパイ
目

食肉目
※1 長鼻目

4,448 64 13,518 20 9,363 8

奇蹄目 ハイラッ
クス目

齧歯目
※2

3 25 288,081

鳥類（羽）

11,567

コウノ
トリ目

フラミ
ンゴ目 タカ目 キジ目 ハト目 オウム

目

33 50 308 30 1,760 3,536

カッコ
ウ目

フクロウ
目

ヨタカ
目

ブッポウ
ソウ目

キツツ
キ目

スズメ
目

4 858 24 12 60 4,892

※届出対象外の動物等（家畜、家禽、犬、猫等）を除く。
※１フェレット（8,970）を含む総数。
※２ リス（7,360）、ハムスター（237,279）、ラット（642）、 マウス

（13,897）、モルモット（10,522）、チンチラ（11,021）を含む総数。
出典：厚生労働省「輸入動物届出業務処理システム」より

厚労省「2019年輸入動物統計」

人と動物の共通感染症
エキゾチックペットは、「人と動物の共通感
染症（ズーノーシス）」の感染源となる可能
性もあります。ペットとしての歴史が浅く、
野生に近い動物（特に外国産の動物）には、
未知の病原体が侵入しているリスクが大き
いということを認識する必要があります

コツメカワウソ（規制対象動物）
2007年ごろからテレビの動物番組やSNSで人気となり、
2012年ごろからはペットとしての需要も増え、「カワウソカフェ」
も誕生するなどブームとなったコツメカワウソ。国際自然保護
連合のレッドリストでは危急種に指定されている希少動物で
す。2019年にはワシントン条約の附属書Iに記載となり、国
際的な商取引が禁止となりました。生息数の減少の原因は
環境破壊だけでなく、密輸が多く行われているためでもありま
す。密輸先の多くは日本です。なお、ワシントン条約附属書I
の記載にともない、国内では種の保存法による国際希少野
生動植物種に指定され、規制の対象となりました



81

ペットと暮らす住まい
人もペットも快適なペット共生住宅へ

　犬は庭の犬小屋で飼い、猫は出入り自由という形での飼育形
態から、犬猫ともに室内飼育が一般的となりました。同じ空間
でともに過ごすことが多くなったことで、ペットの存在はより
身近なものとなりました。
　住まいのあり方にもそれは反映されています。かつては多く
が「ペット禁止」だった集合住宅では、入居者のニーズの高ま
りとともに「ペット可」が増え、今ではペットとともに暮らす
ことを前提に、人もペットも快適に暮らすことができるよう設
計された「ペット共生住宅」という考え方が広がっています。
一戸建て、集合住宅を問わず、こうした流れがみられます。
　具体的には、入居審査やペットクラブ、足洗い場や足音が響
きにくく掃除のしやすい床材・壁材などが取り入れられています。

犬猫の飼育場所

出典： 一般社団法人ペットフード協会「2019年全国犬猫飼育実
態調査」より

ペット共生を謳う集合住宅
ニオイや鳴き声などの飼育トラブルを回避するべく、入居審査や適切な管理規程が設けられていたり、ペットクラブを設けてマナー向上を図るケースが多いようです。
集合住宅では「どんな人が住んでいるかわからない」という不安がありがちですが、ペットを介したコミュニケーションで良好な人間関係が築けることも期待されま
す（写真提供：旭化成ホームズ株式会社）

ペットフレンドリーホーム宣言
本協会では「ペット共生住宅の適正化推進プロジェクト」を立ち上げ、住環
境の整備、飼い主マナーの普及・啓発、ペット共生住宅に関わる人材の育成
を柱に、人とペットが共生する最良の住環境の整備に向けた取組みを支援・
推進しています。そのプロジェクトの一環として、「ペットフレンドリーホーム宣
言」の呼びかけを行っており、宣言団体にはステッカーなどを配布しています

室内のみ
29.4％

室内のみ
75.6％

散歩・外出時以外は室内
57.4％

外出時以外
は室内
12.8％

室内・屋外半々
4.9％

主に屋外 8.3％

主に屋外 2.8％室内・屋外半々
8.8％

犬

猫
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ペットツーリズム
ペットと楽しむ旅のバリエーション

 「ペットツーリズム」とは、日帰り・宿泊の如何を問わず、非
日常的な場所や環境で飼い主とペットが一緒に余暇を楽しむた
めのレクリエーション行動のことを指します。以前は「ペット
がいると旅行できない」など、ペットと旅行は両立しにくいも
のと考えられていましたが、特に犬に関しては大きく変化して
いるといえます。
　ペットと一緒に泊まれる施設で宿泊するだけでなく、各地で
行楽しながら移動するという、まさに「家族旅行」のような楽
しみ方も可能になりつつあります。ペットを連れていけるかど
うかで旅先を選ぶという人も多いようです。
　とはいえこうしたレジャーを楽しむには、飼い主側のマナー
やペットの体調管理も欠かせません。ペットを受け入れる施設
も増えたとはいえ、まだ多いとはいえませんし、施設側の適切
な受け入れ体制も重要となるでしょう。

これまでに愛犬を連れて行ったことがあるお出かけスポット

出典：ホンダアクセス調べ

ペットと泊まれる宿泊施設
従来からあるペンションやホテルのほかにも、ワンランク上の
リゾートホテルや温泉旅館、都市部のホテルなど選択肢も広
がり、高級感あふれる空間を楽しむことのできるハイクラスな
ペット同伴宿泊施設も登場。ペットとの旅のバリエーションは
ますます増えていくことでしょう（写真：レジーナリゾート軽井
沢御影用水）。

ドッグラン
日帰りで気軽にお出かけできるレジャースポットもさまざま。ド
ッグランは単体の専用施設のほかに、遊園地などのレジャー
施設、高速道路のサービスエリアやショッピングモールにも併
設されるようになりました。ペットカートやリードを着ければ同
伴できるショッピングモールも増えました

※複数回答・上位10項目を表示。
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同行避難
「同行避難」とは「ペットと一緒により安全な場所に移動する
避難行動」であり、受け入れ体制は避難所の運営側の判断に
委ねられます。東日本大震災では、一部の避難所内でペット
と過ごす様子も見られました（写真：ロイター／アフロ）

マイクロチップ
災害時の迷子対策にも役立つマイクロチップ。動物愛護管理
法の令和元年改正では、犬猫等販売業者におけるマイクロチ
ップの装着と登録、マイクロチップを装着した一般の飼い主に
おける登録が義務化されました

災害対策
同行避難が原則に。
人とペットの災害対策

　地震・津波、火山噴火、豪雨・土砂災害……、自然災害が多
いといわれる日本には「絶対に安全」な場所はなく、いつ大規
模災害に見舞われるかは誰にも予測できません。
　阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など、これまで
の大規模災害の経験を踏まえ、環境省では2018年に「人とペッ
トの災害対策ガイドライン」を策定しました。一般的な状況に
おいては災害時にペットと一緒に行動する「同行避難」を原則
としていますが、避難所で「ペットはお断り」と言われてしま
うケースもまだあります。なお、ガイドラインでは、ペットを
自宅に残して避難しなければならない場合もあるとしていま
す。
　災害時には公的支援だけでなく、自分自身で自分の身を守る
「自助」、近隣や広域で互いに助け合う「共助」の連携が重要です。
災害時にペットを守るのは飼い主の義務であり、防災対策など
日頃の備えから始まる「自助」と、飼い主同士が協力し合う「共
助」は欠かせません。

世界で起こった災害のうちの日本の割合

出典：2014年防災白書

日本の国土面積は世界の0.28％にもかかわらず、全世界の活
火山の７％が日本にあります。2003～2013年の10年間に全
世界で発生したマグニチュード６以上の地震の２割近くが日本
で起こっています。

マグニチュード6.0
以上の地震回数
（2003～13年の合計）

世界
1,758

日本
326
（18.5％）

活火山数

世界
1,551

日本
110（7％）

災害被害額（億ドル）
（1984～2013年の合計）

世界
24,030

日本
4,209
（17.5％）
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ペットとIT
ペットビジネスの新たな潮流
「ペットテック」

　パソコンや携帯電話が普及した1990年代からテクノロジーが
急速に進み、さらにインターネットの発達やスマートフォンが
広く浸透したことによって私たちの暮らしも大きく様変わりし
ました。こうして登場したさまざまなハイテク技術は、ペット
の暮らしにも取り入れられています。　
 「インターネット」とさまざまな「モノ」をつなぐ「IoT」（モ
ノのインターネット）の技術は、留守番カメラなどペットの見
守りツールやさまざまな健康管理ツール、ペットとのコミュニ
ケーションツールなどにも積極的に活用されています。また、
ビッグデータの蓄積は、人とペットの生活をより良くすること
にも生かされていくことでしょう。
　ペット市場においても、ペット関連ビジネスにAIやIoTなど
のテクノロジーを掛け合わせた「ペットテック」なる分野が登
場し、関心が高まっています。矢野経済研究所の2020年度予測
では市場規模は20億円を超え、成長著しい市場となっています。

ペットテック市場規模の推移

ハイテク猫トイレ
猫の健康管理をサポートするハイテクトイレ。猫用システムトイレ
の下に設置したスケールユニットが猫の体重や尿量を計測。尿の
回数、トイレの滞在時間などの健康データを自動的に記録し、
飼い主のスマートフォンに情報が届きます（写真：toletta）

遠隔操作可能な自動給餌器
留守にしていてもペットに食事を与えることができる自動給餌
器。タイマー設定で給餌するものはこれまでもありましたが、
IoTによってスマートフォンで操作ができたり、見守りカメラが
付いているものもあります（写真：カリカリマシーンSP）

※小売金額ベース
出典：矢野経済研究所調べ
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見守りカメラ
インターネットに接続された見守りカメラを自宅に設置すれば、
外出先からスマートフォンやパソコンを使って、留守番している
ペットの様子を画像で確認できます。遠隔操作でオヤツを与え
られる機能などが付いたものもあります（写真：Furbo ドッグ
カメラ）
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ペットの譲渡
さまざまな理由から飼い主のいない保護犬
や保護猫の譲渡活動が年々盛んになってい
ます。動物愛護管理センターや動物愛護団
体による譲渡会も各地で行われ、多くの犬
や猫が新しい飼い主と出会っています

ペットを取り巻く産業

生体
業者への規制が強まる一方で
「譲渡」も増加傾向

　一般的な生体の流通は、ブリーダーからペットショ
ップに販売され、店頭に並んだ子犬や子猫を消費者が
選ぶというものです。日本では特定の犬種がブームに
なることが多く、その犬種が過剰に繁殖されたり、か
わいい盛りの子犬・子猫が店頭に並べられるために、
衝動買いしやすい環境にもなっています。
　令和元年の動物愛護管理法改正では、販売日齢の規
制のほか、トレーサビリティ確保のために犬猫の繁殖
業者や販売業者に対してマイクロチップ装着が義務化
されるなど（施行は令和４年）、改正のたびに規制の
強化が行われています。
　一方で、犬猫を迎える方法には「譲渡」という形も
多くみられるようになってきました。譲渡活動を行う
ペットショップも出現しています。もともと猫では入
手先として譲渡が多くみられますが、ショップでの購
入が多かった犬においても譲渡が増えるのか、今後が
注目されます。

犬猫の生体販売の流れ

ペットショップ
日本でごく一般的に見られる生体販売
の形。ブリーダーやペットオークション
を経由して店頭に並びます。動物愛
護管理法では現在、生後49日を経過
した個体の展示販売が可能ですが、
令和3年6月からは生後56日となりま
す（一部の日本犬を除く）

飼い主

ブリーダー

ペットオークション卸業者

ペットショップ
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ペットフード
高級志向へのニーズの高まり

　日本で初めて国産ドッグフードが販売されてからお
よそ60年。ペットの食事は大きく変化し、多くの飼い
主が犬猫の主食としてペットフードを選んでいます。
　ペットの寿命が大幅に延びた背景のひとつには、生
態に合った栄養バランスの良いペットフードづくりの
存在があるでしょう。近年では、よりペットの健康や
長生きを求める飼い主のニーズに応え、栄養面や安全
性に配慮したさまざまなタイプのペットフードやサプ
リメントなどが登場しています。
　犬の飼育頭数減少や小型犬人気によってペットフー
ドの出荷量が減少する反面、高級志向の高まりからプ
レミアムフードが増え、出荷額は上昇しています。高
級志向へのニーズはますます高まり、人の食べ物と同
水準の原材料を使うなどのこだわりをもつ「スーパー
プレミアムフード」と呼ばれる高品質なペットフード
も販売されるようになっています。

さまざまな商品が並ぶ売り場
ドライフードやウェットフード、ライフステージ別、品種別などペットフード
の種類はさまざま。最近ではグレインフリーやグルテンフリーといった原材
料へのこだわりをもつフードもみられます

主食はペットフード
人の残飯を与えていた時代から栄養バランスの良いペットフードが主食の時
代となったことで、ペットの寿命も長くなりました。今後もますます健康志
向が高まり、より良いペットフードを求める飼い主が増えると考えられます

ペット用療法食とサプリメントの
国内市場規模の推移

2016年

400
325億円

63億円

サプリメント

（億円）

300

200

100

0
2017年 2018年 2019年見込 2020年予測 2021年予測

73億円

360億円

療法食

出典：「2019年ペット関連市場マーケティング総覧」（富士経済グループ）

プレミアムフード
1990年代から一気に広まったプレミアムフード。一般に、素材や味など
による付加価値がつき、比較的高額なものを指します。また、特定の病
気や健康状態にあるペットの栄養面でのサポートのためにつくられてい
る療法食も多くの種類があります
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獣医療
二極化・大型化する動物病院

　獣医師の活動分野は、産業動物の診療や公務員、研
究者など幅広いのですが、最も数が多いのが小動物の
臨床獣医師です。平成30年の獣医師法による届出をみ
ると、約39％が小動物の診療に従事していることがわ
かります。この割合はここ数年、変わっていませんが、
そのあり方にはさまざまな変化がみてとれます。
　動物病院は、身近なかかりつけ医としての動物病院
と、充実した施設をもち、高度医療を行う大型動物病
院との二極化が起きています。動物病院の数そのもの
に大きな変化はないものの、勤務する獣医師数が多い
大型動物病院が増えているといった変化もみられます。
　また、特定の診療領域に関して深い知識や技術をも
つ専門医や認定医の制度も、各種学会によって設立さ
れています。より高度な治療をペットに受けさせたい
という飼い主の希望を叶える診療のしくみが整えられ
ようとしています。

高度化・専門化する獣医療
飼い主のニーズを背景に、獣医療の高度化が進んでいます。腫瘍科や脳
神経科といった専門分野ごとに分かれた診療体制がとられているほか、さ
まざまな高度医療に必要なCT、MRI、PET-CTなどの医療機器を備え、
最先端の検査や治療が可能となっています（写真：日本動物高度医療セン
ターの陽圧手術室）

動物種ごとの
専門病院
猫に特化した動物病院や、
ウサギ、鳥、爬虫類やエ
キゾチックペット全般の
診療を専門に行う動物病
院など、診療対象となる
動物種を限定し、より専
門性の高い診療を行う動
物病院も登場しています

愛玩動物看護師
動物看護の専門職は、令和元年に成立した愛玩動物看護師法によって「愛
玩動物看護師」という国家資格となることになりました（第１回の試験は
令和５年12月末までに実施予定）。獣医療が多様化するなかで、獣医師と
愛玩動物看護師がチーム獣医療を行っていく体制を整備する必要があるこ
と、愛玩動物の適正な飼養に寄与することも目的とされています

出典：農林水産省「飼育動物診療施設の開設届出状況」

獣医師5人以上の病院数の推移
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その他のサービス
よりいっそうの多様化が進む
ペット関連サービス

　ペット飼育は一過性のブームではなく、日本人のラ
イフスタイルのひとつとなっています。しかし、人の
高齢化や単身世帯の増加、実際に犬の飼育頭数が減少
していることなどを考えると、今後、ペットの飼育頭
数が飛躍的に増加するとはいえなさそうです。とはい
えその一方で、ペットは「家族の一員」といえる存在
となり、飼い主が求める用品やサービスは多様化して
います。
　ペットにかける費用も年々増加。ペット用品工業会
の調査では、犬用品の2017（平成29）年度出荷額は約
1,987億円で前年度比102.5％、猫用品では約344億円で
前年度比102.4％と売上を伸ばしています。また、ペッ
ト関連総市場規模は1兆5,000億円を超えるとの試算も
あります。
　サービス部門ではトリミングサロンやしつけ教室の
ほか、高齢ペットの介護サービス、ペットホテル、ペ
ットシッター、ペットと一緒に楽しむことのできる宿
泊施設、ペット霊園など、多岐にわたるジャンルが存
在しています。ペット関連サービスは成長期から円熟
期を迎えたともいわれるなか、今後、思いもよらない
ペットサービスが誕生し、人とペットとの関係をより
良くしてくれるのか注目したいところです。

トリミングサロン
ペットフード協会による平成30年調査では、犬の飼い主の36.5％がトリ
ミングサービスを利用。トリミングサロンでのお手入れが欠かせないトイ・
プードルやシュナウザーなどの小型犬ブームもあり、ペットサービスの定
番となっています

パピースクール
しつけ教室やペットショップなどで行われているパピー
スクールは、ほかの人や犬との交流を通して、子犬の社
会化を行うものです。社会化期の過ごし方やしつけの
必要性が飼い主にも広く知られるようになり、ニーズが
増えています（写真提供：犬のしつけ教室DOGLY）

ペットホテル
飼い主が家を留守にするときは、ペットシッターに世話を依
頼する、またはペットホテルに預けるという選択肢がありま
す。ペットホテルは、専門施設、ペットショップや動物病院
に併設されたタイプのほか、成田国際空港などにも併設され
ています（撮影協力：ワンコット）

ペット関連総市場規模推移と予測
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老犬・老猫ホーム
ペットが高齢化し、介護が必要になった場合には、飼い主の負担は大きくなります。老犬・老猫ホームは家庭での世話が難しくなった老犬・老猫の
介護施設（日帰り、一時預かりも含む）。飼い主が高齢になって高齢ペットの介護が難しくなるといった「老老介護」も増えていく傾向にあり、老犬・
老猫ホームの必要性が高まっています（撮影協力：ワンコット）

ペット葬儀
大切な家族の一員を見送る形として、ペット葬
祭業者に火葬や葬儀を依頼することが一般的
になっています。最後のお別れを後悔のない形
で行うことで、ペットロスを穏やかに受け止める
こともできるでしょう。施設をあらかじめ見学し
ておく飼い主も増えています（撮影協力：どうぶ
つセレモニーおおぞら）

進化するペット用品
猫の室内飼育増加により、トイレ関連用品の売上が伸
びています。掃除の手間を格段に減らすことのできる二
層式のシステムトイレは以前から人気ですが、固まった排
泄物だけを取り除いてくれる自動猫トイレなども話題とな
っています（写真：自動猫トイレ circle 0）

ペットのイベント
毎年開催される日本最大級のペットイベント
「インターペット」。国内外から多くのペット
関連業者が出展し、新たなペットとの暮らし
を提案しています。業界規模の広がりにより、
異業種からの参入もみられるほか、海外から
の出展も多くなっています（2019年には出
展481社のうち99社が海外から）
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行政機関の動物愛護管理施策

行政施策の変化
公衆衛生確保から始まった
動物愛護管理施策

　行政機関が行う動物愛護管理施策は、狂犬病対策など公衆衛
生の確保が原点にありました。1973（昭和48）年に動物保護管
理法が制定されると、「人への危害防止」に加え、「動物の保護」
という視点も加わります。大きく改正された動物愛護管理法で
は、基本原則や目的に「人と動物の共生」という文言が入り、
人と動物が共生できる社会を目指すことが人類の幸福につなが
り、ひいては動物にとっての幸せにもつながるという考え方が
明確になりました。
　人と動物との関わり方が多様になっていくなかで、動物愛護
管理法の対象も広がっていきました。多頭飼育や災害時対応な
ど新たな問題も増えています。また、動物取扱業者の規制は改
正のたびに厳密なものになり、虐待の要件が明確化され、罰則
も厳しくなっています。また、「愛がん動物用飼料の安全性の
確保に関する法律」（ペットフード安全法）など新たな法律も
つくられました。

主な動物関連の法律一覧

1948（昭和23）年 化製場等に関する法律

1949（昭和24）年 獣医師法

1950（昭和25）年 狂犬病予防法

1951（昭和26）年 家畜伝染病予防法

1973（昭和48）年 動物の愛護及び管理に関する
法律
※ 制定時の名称は「動物の保護及び

管理に関する法律」

1992（平成  4）年 獣医療法

1998（平成10）年 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
※1897（明治30）年制定の伝染

病予防法を全面改正

2002（平成14）年 身体障害者補助犬法

2008（平成20）年 愛がん動物用飼料の安全性の
確保に関する法律

2019（令和元）年 愛玩動物看護師法

マナーの啓発
飼い主に対する啓発も動物行政の
重要な役割のひとつです。フン尿の
不始末はペットに関する苦情としてつ
ねに上位に挙げられています。マナ
ーとしてだけでなく、公衆衛生の側
面からもこうした啓発が行われます
（写真提供：練馬区）

狂犬病予防法
1950（昭和25）年に制定された狂犬病
予防法や地方自治体の飼い犬条例に基
づき、保健所での犬の引取りや狂犬病予
防員による野犬の捕獲、飼い犬の登録・
予防注射の徹底などの措置がとられた結
果、1957（昭和32）年以降、国内の犬
を原因とした狂犬病の発生はみられてい
ません（写真：毎日新聞社／アフロ）
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動物愛護管理センター
名古屋市動物愛護管理センターでのふれあい活動は、子どもたちへの啓発などを目的
としたもの。動物のストレスにも配慮しながら、職員の指導のもと、犬や猫、ウサギな
どの小動物と心を通わせる場となっています

動物愛護週間などでの普及啓発活動
以前は、「人への危害防止」が動物愛護管理施策の主な
目的でしたが、現在では「適正飼養の啓発」として飼い
主教育の場が多く設けられています（写真は動物愛護週
間中央行事）

産業動物や実験動物
動物愛護管理法が対象としているのはペットだけではあり
ません。家畜などの産業動物にも「適正飼養」「５つの自
由」が求められ、実験動物にはいわゆる「3Rの原則」も
規定されています

動物愛護管理施策の
役割の多様化
人と動物との共生を支える拠点

　動物愛護管理行政の変化は、いわゆる動物愛護管理センター
や保健所のあり方に表れています。これらは、かつてはネガテ
ィブなイメージがありましたが、社会的に動物愛護の機運が高
まっていくなかで大きく変化しています。
　2019年の動物愛護管理法改正では「動物愛護管理センター」
についての新たな規定ができ、動物取扱業者の登録や監督、立
入検査といった管理業務のほかに、引取りや譲渡し、啓発活動
などを行うことが定められました。多くのセンターでは以前か
らしつけ教室やふれあい活動、譲渡前の勉強会など、動物を理
解するためのさまざまな啓発活動が行われています。動物愛護
管理センターは、人と動物がともにより良く生きるための拠点
となっています。

全国の犬・猫の引取り数の推移
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